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一
　
は
じ
め
に

　「
人
を
殺
す
殺
人
は
一
人
の
肉
体
を
破
壊
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
性
暴
力
は
一
人
の
魂
を
破
壊
す
る
犯
罪
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

性
犯
罪
は
、
被
害
者
に
一
生
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
傷
を
残
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
家
族
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
犯
罪
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
数
年
間
、
韓
国
社
会
で
は
性
犯
罪
者
に
対
し
て
強
力
な
処
罰
を
求
め
る
世
論
が
高
ま
っ
て
い
る
。
特
に
一
三
歳
未
満
の
児

童
を
対
象
に
し
た
性
犯
罪
者
に
対
す
る
国
民
の
怒
り
は
頂
点
に
達
し
て
お
り
、
社
会
の
不
安
が
続
く
中
、
政
府
は
性
犯
罪
者
に
対
し
て
強

力
な
処
罰
が
可
能
な
法
律
を
制
定
し
、
つ
い
に
二
〇
一
二
年
八
月
に
は
、
七
歳
の
女
の
子
に
対
す
る
性
暴
力
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
物
理

的
去
勢
に
つ
い
て
の
議
論
に
ま
で
至
っ
た
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
性
犯
罪
の
増
加
と
再
犯
の
深
刻
さ
は
懸
念
す
る
レ
ベ
ル
を
既
に
超
え
て
い
る
。
特
に
人
々
の
記
憶
か
ら
消
え

か
け
た
頃
に
発
生
す
る
児
童
に
対
す
る
性
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
強
力
な
処
罰
だ
け
で
は
、
そ
の
再
犯
防
止
効
果
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う

社
会
各
界
の
共
通
認
識
の
下
、
性
犯
罪
者
が
自
分
の
罪
過
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
治
療

を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
世
論
が
形
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
厳
罰
化
が
性
犯
罪
の
再
犯
防
止
に
は
あ
ま
り
効
果
を
み
な

か
っ
た
こ
と
は
、
犯
罪
を
予
防
す
る
手
段
と
し
て
刑
罰
が
既
に
有
効
で
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
威
嚇
的
な
対
応
で
は
な

く
、
治
療
的
対
応
が
再
犯
を
防
止
す
る
対
策
と
し
て
、
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
非
刑
罰
的
な
治
療
の
対
象
と
し
て
性
犯
罪
者
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ（
1
）る。

こ
れ
ら
の
性
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事
施
設
内
の
治
療
を
通
じ
た
再
犯
防
止
の
重
要
性
は
今
更
い
う
ま
で

も
な
い
。

　
現
在
、
韓
国
と
日
本
の
刑
事
施
設
内
で
は
、
性
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
各
刑
事
施
設
で
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
、
運
用
過
程
で
現
れ
た
問
題
点
は
何
な
の
か
、
果
た
し
て
効
果
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
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検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
刑
事
施
設
内
で
行
わ
れ
て
い
る
性
犯
罪
者
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
以
下
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
）
に
関
す
る
内
容
に
限
定
し

て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
韓
国
社
会
の
状
况
、
韓
日
の
性
犯
罪
の
発
生
お
よ
び

再
犯
状
況
、
そ
し
て
性
犯
罪
者
の
収
容
推
移
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
、
韓
国
刑
事
施
設
内
で
行
わ
れ
て
い
る
一
段
階
か
ら
三
段
階
の

教
育
内
容
と
、
日
本
の
性
犯
罪
者
処
遇
の
現
状
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
考
察
す
る
。
最
後
に
運
用
過
程
で
現
れ
た
幾
つ
か

の
課
題
を
中
心
に
、
比
較
検
討
を
し
な
が
ら
意
見
を
述
べ
る
。

二
　
韓
国
に
お
け
る
性
犯
罪
に
対
す
る
厳
罰
化
の
過
程

　
韓
国
で
は
一
九
九
○
年
代
半
ば
ま
で
性
犯
罪
が
社
会
問
題
と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
運
が
悪
い
女
性
の

個
人
的
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
刑
法
で
も
性
犯
罪
は
貞
操
の
罪
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
○
年

代
前
半
に
社
会
的
問
題
と
な
っ
た
ギ
ム
ブ
ナ
ム
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
れ
は
九
歳
の
時
に
性
暴
力
を
受
け
た
被
害
者
が
三
○
歳
に
な
っ
て

加
害
者
を
殺
害
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
一
九
九
二
年
に
は
一
○
年
間
性
暴
力
に
あ
っ
た
被
害
者
が
義
理
の
父
を
殺
害
し
た
事
件
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
女
性
団
体
か
ら
現
行
法
で
は
強
力
な
処
罰
が
さ
れ
な
い
と
し
て
特
別
法
の
制
定
の
動
き
が
広
が
り
、

「
性
暴
力
犯
罪
の
処
罰
お
よ
び
被
害
者
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。
二
○
○
○
年
代
に
は
青
少
年
が
社
会
的
問
題
に
登
場

す
る
こ
と
に
よ
り
、
青
少
年
の
性
犯
罪
の
中
で
も
、
主
に
性
暴
力
犯
罪
よ
り
も
売
春
犯
罪
に
焦
点
を
置
い
た
特
別
法
が
制
定
さ
れ
、
性
犯

罪
者
の
身
元
を
公
開
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
二
○
○
七
年
一
二
月
に
、
当
時
一
一
歳
、
九
歳
の
女
の
子
を
拉
致
し
て
性
暴
行
し
た
後

殺
害
し
た
ヘ
ジ
ン
・
イ
ェ
ス
ル
事
件
と
二
○
○
八
年
に
発
生
し
た
チ
ョ
・
ド
ゥ
ス
ン
事（
2
）件は

当
時
社
会
的
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ

れ
ま
で
の
性
犯
罪
と
は
異
な
る
幼
い
女
の
子
を
性
犯
罪
の
対
象
と
し
た
こ
と
に
加
え
、
発
見
当
時
の
被
害
者
の
姿
は
と
て
も
言
葉
で
は
表
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現
で
き
な
い
凄
惨
な
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
○
一
○
年
に
は
一
二
歳
、
八
歳
の
女
の
子
に
対
す
る
性
犯
罪
（
犯
人
で
あ
る
キ
ム
・
ギ
ル

テ
、
キ
ム
・
ス
チ
ョ
ル
事
件
）
が
発
生
し
、
国
民
の
怒
り
は
頂
点
に
達
し
て
、
犯
罪
者
を
強
く
処
罰
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
。
政

府
は
性
犯
罪
者
に
対
す
る
法
定
刑
の
引
上
げ
と
、
青
少
年
の
売
春
禁
止
の
た
め
の
身
柄
公
開
制
度
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
児
童
・
青
少
年
の

性
保
護
に
関
す
る
法（
3
）律の
制
定
、
電
子
監
視
制（
4
）度・
治
療
監
護
制（
5
）度・
性
犯
罪
者
郵
便
告
知
制（
6
）度の
導
入
、
性
衝
動
藥
物
治
療
に
関
す
る

法（
7
）律制

定
な
ど
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
性
犯
罪
者
に
強
力
な
処
罰
規
定
を
強
化
し
た
立
法
措
置
は
国
民
的
共
感
を
得
た
。
一
方
、
処
罰
強

化
に
集
中
し
た
政
策
は
、
短
期
的
な
性
犯
罪
の
低
下
と
い
う
効
果
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
長
期
的
、
根
本
的
な
解
決
策
で
は
な
く
、

厳
罰
化
だ
け
で
は
被
害
者
の
保
護
を
実
現
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
処
罰
に
重
点
を
置
く
こ
と
は
む
し
ろ
犯
罪
者
の
反
感
と
抵
抗
を
増
加

さ
せ
、
性
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
の
は
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
提
起
さ
れ（
8
）た。

三
　
韓
日
の
性
犯
罪
の
状
況

㈠
　
性
犯
罪
の
発
生
状
況

　
韓
国
で
は
最
近
、
性
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
。
最
高
検
察
庁
の
統
計
で
も
総
犯
罪
数
が
約
六
％
増
加
し
た
の
に
対
し
、
性
犯
罪
は
お
よ

そ
一
○
倍
で
あ
る
約
五
八
％
増
加
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
特
に
一
三
歳
未
満
の
児
童
、
一
九
歳
未
満
の
青
少
年
、
障
害
者
、
親

族
に
対
す
る
犯
罪
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
つ
ま
り
、
性
犯
罪
の
中
で
も
、
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
に
対
す
る
犯
罪
の
割
合
が
特
に
高
く

な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
二
○
○
九
年
の
各
国
の
人
口
一
○
万
人
当
た
り
の
性
犯
罪
発
生
件
数
を
み
る（
9
）と、
韓
国
が
三
三
・
七
人
で
、

日
本
の
六
・
四
人
よ
り
高
い
水
準
で
あ
る
が
、
英
国
七
九
・
五
人
、
ド
イ
ツ
五
九
・
六
人
と
比
べ
る
と
、
比
較
的
低
い
水
準
で
あ
る
。
近

年
の
性
犯
罪
増
加
の
原
因
は
個
人
の
自
由
と
権
利
へ
の
認
識
向
上
、
性
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
支
援
対
策
の
充
実
に
応
じ
て
性
犯
罪
の
申
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告
率
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
発
生
件
数
を
正
確
に
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　
表
１
は
韓
・
日
の
年
度
別
性
犯
罪
発
生
件
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
韓
国
は
二
○
○
三
年
一

万
三
六
五
件
で
あ
っ
た
性
犯
罪
の
発
生
件
数
が
二
○
一
○
年
に
は
一
万
九
九
三
九
件
に
増
加
し
、

一
日
平
均
五
五
件
、
時
間
当
た
り
二
・
三
件
の
犯
罪
が
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
○
一
○
年
に

は
二
○
○
三
年
に
比
べ
て
約
一
・
九
倍
増
加
し
、
年
を
重
ね
る
ご
と
に
着
実
に
増
加
す
る
傾
向
を

み
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
期
間
の
重
大
犯
罪
で
あ
る
殺
人
一
・
二
倍
、
強
盗
○
・
六
倍
、
放
火

一
・
一
倍
に
比
べ
て
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
は
二
○
○
三
年
に
一
万
五
五
○
一
件
発
生
し
て
い
た
性
犯
罪
の
発
生
件
数

が
二
○
一
○
年
に
は
一
万
一
九
○
一
件
と
な
り
、
一
日
平
均
三
三
件
、
時
間
当
た
り
一
・
四
件
発

生
し
て
い
る
。
二
○
○
三
年
ま
で
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
性
犯
罪
の
発
生
件
数
は
二
○
○
四
年
か
ら

お
お
む
ね
減
少
傾
向
を
み
せ
て
お
り
、
二
○
一
○
年
に
は
二
○
○
三
年
に
比
べ
て
三
六
○
○
件
減

少
し
た
こ
と
に
な
る
。
強
姦
の
認
知
件
数
に
つ
い
て
い
え
ば
、
二
○
一
一
年
の
犯
罪
白
書
で
み
る

と
、
一
九
九
七
年
か
ら
増
加
傾
向
を
示
し
、
二
○
○
三
年
に
は
二
四
七
二
件
を
記
録
し
た
が
、
二

○
○
四
年
か
ら
減
少
し
、
二
○
一
○
年
は
一
二
八
九
件
（
前
年
比
一
一
三
件
（
八
・
一
％
）
減
）
と

な
っ
た
。
ま
た
、
強
制
わ
い
せ
つ
の
認
知
件
数
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
急
増
し
、
二
○
○
三
年
に

戦
後
最
多
の
一
万
○
○
二
九
件
を
記
録
し
た
後
、
二
○
○
四
年
か
ら
二
○
○
九
年
ま
で
減
少
し
、

二
○
一
○
年
は
七
○
二
七
件
（
前
年
比
三
三
九
件
（
五
・
一
％
）
増
）
と
な
っ
た
。
一
方
、
一
三
歳

未
満
の
子
ど
も
が
被
害
者
と
な
っ
た
刑
法
犯
の
被
害
者
数
は
、
二
○
○
四
年
以
降
お
お
む
ね
減
少

表１　韓・日の年度別性犯罪発生件数

年　　度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

韓
国
発生件数 10,365 11,105 11,757 13,573 13,634 15,094 16,156 19,939

前年比 109.8% 107.1% 105.8% 115.4% 100.4% 110.7% 107.0% 123.4%

日
本
発生件数 15,501 14,474 14,099 13,808 12,662 11,974 11,354 11,901

前年比 107.4% 93.4% 97.4% 98.0% 91.7% 94.6% 94.8% 104.9%

出典：韓国の法務研修院『2011 年度犯罪白書』（強姦と性暴力犯罪を含む）。
　　　 日本の警察庁『平成 23 年上半期の犯罪情勢』平成 23 年 9 月（強姦、強制わいせつ、公然

わいせつ、わいせつ物頒布、強盗強姦を含む）をもとに作成。
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傾
向
に
あ
）
10
（
る
。
し
か
し
、
全
体
の
刑
法
犯
認
知
件
数
一
五
八
万
五
八
五
六
件
の
う
ち
性
犯
罪
が
占
め
る
割
合
は
○
・
七
五
％
と
極
め
て
小

さ
い
数
値
と
は
い
え
、
性
犯
罪
の
特
性
上
、
被
害
者
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
特
に
児
童
を
対
象
に
し
た
性
犯
罪
は
、
加
害
者
が
親
・

姻
戚
な
ど
、
近
親
者
間
で
ひ
そ
か
に
行
わ
れ
、
再
犯
率
が
高
い
点
、
被
害
の
程
度
が
大
き
す
ぎ
て
、
治
癒
す
る
の
が
一
生
難
し
い
と
い
う

点
、
こ
れ
に
よ
り
被
害
者
が
自
殺
と
い
う
極
端
な
選
択
を
行
う
場
合
が
多
い
と
い
う
点
な
ど
の
特
）
11
（
徴
を
考
慮
す
る
と
、
数
字
の
多
寡
に
か

か
わ
ら
ず
、
性
犯
罪
発
生
の
抑
止
の
た
め
に
国
・
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
性
犯
罪
者
の
治
療
の
た
め
の
継
続
的
な
投
資
と
予
防
努
力
を

行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈡
　
性
犯
罪
の
再
犯
状
況

　
韓
国
で
は
二
○
○
三
年
か
ら
性
犯
罪
者
の
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
、
女
性
家
族
部
が
主
催
、
韓
国
青
少
年
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
主
管
し
て

児
童
・
青
少
年
対
象
性
犯
罪
者
に
反
人
権
性
と
非
倫
理
性
を
認
識
さ
せ
て
加
害
に
対
す
る
責
任
意
識
と
自
己
制
御
能
力
を
促
し
、
歪
ん
だ

性
認
識
を
矯
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
。
し
か
し
、
期
待
し
た
ほ
ど
の
効
果
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
○
一
○
年
、
性
犯
罪
で
検
挙
さ
れ
た
一
万
八
三
七
九
人
の
う
ち
、
再
犯
者
は
七
七

一
八
人
で
、
再
犯
者
率
は
約
四
二
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
を
年
度
別
に
み
る
と
、
二
○
○
六
年
三
九
・
○
％
、
二
○
○
七
年
三
四
・
二

％
、
二
○
○
八
年
四
四
・
一
％
、
二
○
○
九
年
四
一
・
○
％
、
二
○
一
○
年
四
一
・
九
％
で
あ
）
12
（

る
。
特
に
注
目
す
べ
き
部
分
は
、
二
○
一

○
年
の
性
犯
罪
再
犯
者
率
が
全
体
の
再
犯
者
率
の
約
六
一
％
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
は
憂
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
数
値
と
い
え
る
。
た

だ
し
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
強
力
な
取
り
締
ま
り
と
実
績
中
心
の
検
挙
旋
風
が
高
い
数
値
に
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
加
え
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
、
二
○
○
七
年
に
出
所
し
た
者
の
う
ち
三
年
以
内
に
再
入
所
し
た
者
の
再
入
者
率
が
二
九
・
九
％

で
、
全
体
出
所
者
の
再
入
者
率
（
二
二
・
三
％
）
よ
り
も
高
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
十
分
に
行
わ
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
、

性
犯
罪
前
歴
が
あ
る
一
○
人
に
四
人
は
出
所
後
続
い
て
犯
行
を
し
て
お
り
、
残
り
の
六
人
は
今
後
、
別
の
性
犯
罪
の
潜
在
的
な
予
備
被
疑
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者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
性
犯
罪
の
再
犯
を
減
ら
す
た
め
に
は
、
施
設
に
お
い
て
強
力
か
つ
体
系
的
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
必
ず
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
教
育
体
系
の
改
善
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
二
○
○
七
年
の
刑
事
施
設
全
体
の

出
所
者
二
万
四
一
五
一
人
の
う
ち
、
三
年
以
内
に
禁
錮
以
上
の
刑
の
宣
告
を
受
け
、
再
入
し
た
者
は
五
三
九
六
人
で
、
再
入
者
率
は
二

二
・
三
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
罪
名
別
に
み
る
と
、
麻
薬
犯
罪
（
四
一
・
五
％
）
が
最
も
高
く
、
次
い
で
窃
盗
（
四
○
・
○
％
）、
強
盗

（
二
三
・
○
％
）、
暴
力
（
二
二
・
三
％
）、
性
犯
罪
（
一
七
・
五
）
13
（

％
）
の
順
で
現
れ
て
お
）
14
（

り
、
性
犯
罪
で
出
所
し
て
性
犯
罪
で
入
所
し
た
受
刑

者
は
三
二
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
再
犯
状
況
を
み
る
と
、
平
成
一
二
年
上
半
期
に
刑
事
施
設
を
出
所
し
た
者
を
対
象
と
し
刑
事
施
設
を
出
所
し
た

後
の
一
○
年
間
で
の
再
犯
の
有
無
を
追
跡
調
査
し
た
結
果
、
再
犯
率
は
、
殺
人
一
七
・
二
％
、
傷
害
致
死
三
二
・
九
％
、
強
盗
三
九
・
一

％
、
強
姦
三
八
・
五
％
、
放
火
二
六
・
一
％
で
、
再
犯
者
の
構
成
比
を
み
る
と
強
姦
お
よ
び
強
盗
で
高
く
、
殺
人
は
低
い
。
再
犯
の
罪
名

を
限
定
し
て
再
犯
率
を
み
る
と
、
殺
人
で
は
、
粗
暴
犯
に
よ
る
再
犯
率
は
五
・
五
％
、
傷
害
致
死
で
は
、
粗
暴
犯
に
よ
る
再
犯
率
は
二

一
・
一
％
で
あ
り
、
強
盗
で
は
、
財
産
犯
に
よ
る
再
犯
率
は
二
八
・
四
％
、
放
火
で
は
、
放
火
に
よ
る
再
犯
率
は
七
・
五
％
、
強
姦
で
は
、

性
犯
罪
に
よ
る
再
犯
率
は
一
五
・
六
％
で
あ
り
、
同
種
再
犯
率
は
、
強
姦
、
強
盗
お
よ
び
放
火
が
高
）
15
（
い
。
平
成
二
三
年
度
の
矯
正
統
計
年

報
に
よ
る
と
、
二
○
一
一
年
の
性
犯
罪
入
所
受
刑
者
の
初
入
者
の
数
は
五
六
○
人
（
六
七
・
八
％
）、
再
入
者
の
数
は
二
六
六
人
（
三
二
・

二
％
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
強
姦
同
致
死
傷
の
再
入
者
率
の
推
移
を
み
る
と
一
九
八
八
年
二
八
・
七
％
、
一
九
九
八
年
一
九
・
七
％
、

二
○
○
三
年
一
八
・
○
％
、
二
○
○
六
年
二
一
・
四
％
、
二
○
○
七
年
一
九
・
八
％
、
二
○
○
八
年
一
九
・
一
％
、
二
○
○
九
年
二
○
・

五
％
、
二
○
一
○
年
二
二
・
五
％
と
二
○
％
前
後
の
割
合
を
示
し
て
お
り
、
こ
こ
に
類
似
の
性
犯
罪
を
含
め
る
と
約
二
七
〜
三
二
％
ま
で

そ
の
数
は
さ
ら
に
増
加
す
る
。
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㈢
　
刑
事
施
設
内
の
性
犯
罪
者
収
容
推
移

　
二
○
一
一
年
、
韓
国
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
性
犯
罪
者
は
五
六
一
九
人

で
、
全
体
収
容
者
比
一
二
・
四
％
の
収
容
率
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
○
○

六
年
の
一
一
・
一
％
か
ら
一
・
三
％
増
加
し
て
お
り
、
数
値
と
し
て
は
、
五
三
○

人
増
加
し
た
。
他
の
重
大
犯
罪
数
が
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、

専
ら
性
犯
罪
だ
け
が
増
加
傾
向
に
あ
る
の
は
、
け
っ
し
て
軽
く
見
過
ご
せ
る
こ
と

で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
性
犯
罪
者
の
少
な
か
ら
ぬ
数
が
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
出
所

す
る
と
思
え
ば
恐
怖
す
ら
感
じ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
性
犯
罪
受
刑
者
は
二
○
一
一
年
現
在
三
四
五
三
人
で
、

全
体
受
刑
者
の
う
ち
約
五
・
七
％
の
割
合
を
占
め
て
お
り
、
韓
国
に
比
べ
て
少
な

い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
統
計
上
、
韓
国
の
場
合
は
、
既
・
未
決
囚
を
含
む
す
べ

て
の
人
員
を
合
算
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
は
、
受
刑
者
の
み
を
数
値
に
反
映
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
割
合
が
低
く
な
っ
た
面
も
あ
る
が
、
日
本
の
方
が
低
い

と
い
う
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
も
二
○
○
四
年

四
・
七
％
（
三
○
二
八
人
）
か
ら
約
一
・
○
％
（
四
二
五
人
）
緩
や
か
に
増
加
し
て

い
る
。
全
体
の
受
刑
者
の
割
合
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
数
は
比
較
的
小
さ
く
、
再

入
者
率
も
他
の
犯
罪
に
比
べ
て
低
い
と
は
い
え
、
被
害
者
の
心
身
に
及
ぼ
す
被
害

の
甚
大
さ
と
、
特
に
幼
い
子
ど
も
に
及
ぶ
そ
の
衝
撃
を
考
え
る
と
、
刑
事
施
設
と

表２　韓・日の刑事施設の性犯罪者収容人数

年　　度 2006 2007 2008 2009 2010 2011

韓
国

収容者総数 45,651 45,647 47,966 48,288 45,681 45,169

性犯罪収容者総数
（収容者総数に対
する割合）

5,089
（11.1%）

4,819
（10.6%）

5,100
（10.6%）

5,273
（10.9%）

5,635
（12.3%）

5,619
（12.4%）

日
本

収容者総数 81,255 79,809 76,881 75,250 72,975 69,876

受刑者総数 70,496 70,053 67,672 65,951 63,845 61,102

性犯罪受刑者総数
（受刑者総数に対
する割合）

3,439
（4.88%）

3,600
（5.13%）

3,691
（5.45%）

3,706
（5.61%）

3,542
（5.54%）

3,453
（5.65%）

出典：韓国の法務部矯正本部（2011 年 3 月 31 日現在）（既・未決含む）。
　　　 日本の法務省『平成 23 年度の矯正統計年報』（わいせつ・同文書頒布等、強制わいせつ・

同致死傷、強姦・同致死傷、強盗強姦・同致死含む）をもとに作成。
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し
て
は
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
再
犯
防
止
を
図
る
こ
と
が
責
務
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
社
会
の
強
い
要

請
と
な
っ
て
い
る
。四

　
韓
国
の
性
犯
罪
収
容
者
の
再
犯
防
止
教
育
の
現
状

㈠
　
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変
遷

　
性
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
約
六
年
ほ
ど
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
詳
細
に
み
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
試
験
実
施
、
全
刑
事
施
設
実
施
、
段
階
別
実
施
、
強
化
実
施
に
区
分
で
き
る
。
二
○
○
六
年
、
強
姦
罪
で
出
所
し
た
者
が
一
三
日
後
、

児
童
に
わ
い
せ
つ
し
て
殺
人
し
た
事
件
を
契
機
と
し
て
、
法
務
部
は
、
犯
罪
行
為
を
誘
発
し
た
様
々
な
心
理
的
異
常
を
究
明
し
た
後
、
矯

正
・
治
療
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
試
験
的
に
実
施
し
た
。
し
か
し
、
当
時
は
統
一
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
施
設
、
専
門
職
員
も
確

保
さ
れ
ず
、
地
域
性
暴
力
相
談
所
の
相
談
員
が
児
童
お
よ
び
成
人
に
対
す
る
性
犯
罪
者
を
対
象
に
、
二
○
時
間
の
教
育
を
実
施
す
る
の
み

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
二
○
○
七
年
、
刑
事
施
設
で
性
犯
罪
者
に
対
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
時
も
十
分
な

予
算
や
専
門
人
材
は
裏
付
け
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
二
○
○
八
年
相
次
い
で
起
き
た
児
童
性
犯
罪
事
件
を
き
っ
か
け
に
矯
正
本

部
は
「
児
童
性
犯
罪
者
の
特
別
教
育
推
進
計
画
」
を
策
定
し
、
集
中
教
育
施
設
を
開
設
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
と
専
門
人
材
養
成
を
推

進
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
四
つ
の
集
中
施
設
が
設
置
さ
れ
、
九
○
時
間
の
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
○
○
九
年
に
は
性
犯
罪

者
再
犯
防
止
の
た
め
の
法
的
根
拠
を
定
め
、
同
年
一
一
月
に
は
「
性
犯
罪
者
矯
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
集
中
運
用
計
画
」
を
策
定
し
、
段
階
的
な

教
育
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
○
一
○
年
、
二
○
一
一
年
に
は
性
犯
罪
者
を
強
力
に
処
罰
す
る
法
令
が
制
定
・
改
正
さ
れ
、
治
療

プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
命
）
16
（
令
の
対
象
者
が
一
三
歳
未
満
の
児
童
対
象
性
犯
罪
者
か
ら
一
九
歳
未
満
の
青
少
年
対
象
性
犯
罪
者
ま
で
拡
大
さ
れ
、
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さ
ら
に
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
を
履
修
命
令
対
象
者
と
す
る
こ
と
で
、
対
象
者
数

が
急
速
に
増
加
す
る
と
予
想
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
強
化
し
）
17
（

た
。
法
務
部
は
二
○

一
一
年
の
重
点
推
進
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
児
童
・
障
害
者
を
対
象
と
し
た
高

危
険
群
性
犯
罪
者
の
治
療
の
た
め
の
「
矯
正
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
、

再
犯
防
止
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

㈡
　
施
設
内
の
段
階
別
教
育
コ
ー
ス

　
刑
事
施
設
内
の
性
犯
罪
収
容
者
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
段
階
の
教
育
を
実
施

し
て
い
る
。

1
　
一
般
教
育
施
設
（
一
段
階
、
基
本
教
育
）

　
一
段
階
目
の
教
育
課
程
は
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
す
べ
て
の
性
犯
罪
者

が
そ
の
対
象
で
、
女
性
家
族
）
18
（

部
の
矯
正
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営
事
業
施
行
機
関

が
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
し
、
保
護
観
察
所
で
受
講
命
令
の
教
育
を
し
て
い
る
民

間
団
体
が
教
育
を
担
当
し
て
い
る
。
以
前
二
○
時
間
だ
っ
た
教
育
時
間
を
二
○

一
一
年
か
ら
四
○
時
間
に
拡
大
し
、
二
○
一
二
年
九
月
か
ら
は
一
○
○
時
間
に

拡
大
し
た
。
基
本
教
育
の
目
的
は
、
出
所
後
の
同
種
犯
罪
の
予
防
、
特
に
児
童

性
犯
罪
者
に
正
し
い
性
知
識
を
植
え
つ
け
る
な
ど
の
教
育
を
実
施
し
て
社
会
復

帰
と
再
犯
防
止
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
対
象
者
は
、
判
決
に
よ
っ
て
「
性
犯
罪

者
」
と
し
て
罪
名
が
分
類
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
刑
確
定
後
六
月
以
内
、
残
刑
期

表３　性犯罪再犯防止段階別の教育課程

区　分 1段階　基本教育 2段階　集中教育 3段階　深化教育

実施機関 全刑事施設 ソウル南部、昌原、公州、
順天、議政府、浦項、木浦

ソウル南部刑務所附設矯正
心理治療センター

教育対象
刑確定後 6月以
内のすべての性
犯罪者

13 歳未満の児童や障害者
を対象にした性犯罪者と履
修命令 100 時間以下の者

2段階教育後、検査と結果
分析に基づいて深化教育が
必要な者と履修命令 300 時
間以下の者

教育時間 100 時間 100 時間 6ヶ月（最低 300 時間）

教育人員 10 人程度 10 人程度 10 人程度

教育進行 外部団体
刑務官（臨床、相談心理関
連の学位所持者または有資
格者）

刑務官（臨床、相談心理専
門家）

出典：刑事政策研究院「性犯罪者再犯防止のための治療プログラムの開発研究」2011 年。
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が
一
月
以
上
の
者
で
あ
り
、
除
外
者
は
精
神
疾
患
者
、
知
的
障
害
者
、
ハ
ン
グ
ル
未
解
読
者
、
高
齢
者
（
七
○
歳
以
上
）、
認
知
症
者
、
病

棟
収
容
中
の
者
と
し
て
医
官
が
教
育
の
参
加
が
適
切
で
は
な
い
と
認
め
る
患
者
、
そ
の
他
、
所
長
判
定
に
よ
り
対
象
者
に
適
し
て
な
い
者

で
あ
る
。
運
営
は
、
地
域
相
談
所
に
所
属
さ
れ
て
い
る
性
犯
罪
の
専
門
家
二
人
が
行
い
、
約
一
○
人
余
り
の
者
を
対
象
に
「
性
暴
力
加
害

者
矯
正
・
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
実
施
す
る
。
性
犯
罪
収
容
者
は
、
他
の
教
育
よ
り
も
優
先
し
て
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
者
と
し
て
選
抜

し
、
教
育
に
積
極
的
に
参
加
し
、
反
省
尺
度
の
数
値
増
加
等
の
教
育
効
果
が
あ
る
修
了
者
に
は
「
家
族
面
会
の
日
参
加
券
」
を
交
付
す
る
。

ま
た
、
事
前
・
事
後
検
査
に
よ
っ
て
尺
度
の
数
値
に
変
化
が
あ
る
収
容
者
は
、
分
類
処
遇
の
際
に
参
考
に
し
、
教
育
拒
否
者
や
妨
害
を

行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
「
刑
執
行
法
」
第
一
○
七
条
第
三
）
19
（

号
に
よ
り
懲
罰
し
、
同
課
程
を
受
講
し
て
い
な
い
者
は
職
業
訓
練
の
対
象
者
か

ら
除
外
す
る
。

2
　
集
中
教
育
施
設
（
二
段
階
、
集
中
教
育
）

　
二
○
○
八
年
初
め
に
、
児
童
を
対
象
に
し
た
性
犯
罪
が
社
会
的
な
問
題
と
し
て
台
頭
す
る
と
、
矯
正
本
部
は
、
二
年
に
わ
た
り
再
犯
防

止
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
結
果
、
児
童
性
犯
罪
者
に
は
よ
り
長
期
間
の
集
中
教
育
が
必
要
だ
と
い
う
結
論
に
達
し
、
刑
事
施
設
四
つ
を

児
童
性
犯
罪
者
の
集
中
教
育
施
設
に
指
定
し
、
九
○
時
間
の
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
。
そ
の
後
二
○
一
○
年
と
二
○
一
一
年
に
性

犯
罪
を
強
力
に
処
罰
す
る
法
令
が
制
定
・
改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
性
犯
罪
者
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
教
育
の
実
施
の

必
要
性
が
増
大
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
教
育
時
間
を
一
○
○
時
間
に
拡
大
し
、
二
○
一
○
年
一
一
月
か
ら
三
つ
の
施
設
を
集
中
教
育
施
設

に
追
加
し
た
。
今
年
八
月
に
七
歳
の
児
童
の
性
犯
罪
事
件
が
社
会
的
に
大
き
な
反
響
を
喚
起
し
た
こ
と
に
応
じ
て
、
安
養
、
安
東
、
忠
州
、

全
州
を
追
加
集
中
教
育
施
設
に
指
定
し
た
結
果
、
総
合
計
一
一
の
施
設
で
集
中
教
育
を
実
施
し
て
い
る
。
集
中
教
育
の
目
的
は
、
児
童
性

犯
罪
者
の
歪
ん
だ
性
認
知
体
系
を
正
常
に
し
、
再
犯
防
止
を
し
、
加
害
者
の
暴
力
的
な
行
動
は
社
会
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
点

を
認
識
さ
せ
、
加
害
者
の
行
動
は
自
分
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
犯
罪
の
行
動
に
責
任
を
負
う
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教

育
対
象
は
、
一
三
歳
未
満
の
児
童
や
障
害
者
を
対
象
し
た
性
犯
罪
者
で
二
年
以
内
に
出
所
予
定
の
者
と
裁
判
所
で
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
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修
命
令
を
併
科
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
は
、
本
人
の
意
思
と
は
関
係
な
く
、
強
制
的
に
実
施
し
て
お
り
、
刑
務
所
独
自

の
運
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
応
じ
て
、
臨
床
・
相
談
心
理
学
関
連
の
学
位
所
持
者
ま
た
は
有
資
格
者
二
人
で
構
成
さ
れ
た
刑
務
官
が
、
一
○
人

前
後
の
対
象
者
を
中
心
に
、
認
知
行
動
療
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

3
　
深
化
教
育
施
設
（
三
段
階
、
矯
正
心
理
治
療
セ
ン
タ
）
20
（
ー
）

　
二
段
階
の
教
育
課
程
で
改
善
効
果
を
期
待
し
に
く
く
再
犯
の
「
高
危
険
群
」
に
属
す
る
性
犯
罪
者
に
向
け
た
深
化
教
育
が
必
要
で
あ
る

と
し
て
、
二
○
一
一
年
ソ
ウ
ル
南
部
刑
務
所
に
矯
正
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。
対
象
者
は
、
児
童
対
象
性
犯
罪
者
（
障
害
者

対
象
性
犯
罪
者
も
含
む
）
で
、
集
中
教
育
施
設
で
一
○
○
時
間
以
上
の
教
育
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
再
犯
高
危
険
群
に
選
別
さ
れ
た
者
で
あ

り
、
一
回
の
教
育
人
員
は
一
○
人
か
ら
一
五
人
前
後
で
あ
る
。
教
育
不
適
合
者
は
、
重
警
備
級
処
遇
者
、
精
神
疾
患
者
、
知
的
障
害
者
、

聴
覚
・
視
覚
障
害
者
、
認
知
症
者
、
重
症
患
者
で
医
官
が
教
育
の
参
加
が
適
切
で
な
い
と
認
め
た
者
、
常
習
規
律
違
反
者
な
ど
で
あ
る
。

同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
児
童
対
象
性
犯
罪
者
は
六
ヶ
月
間
三
○
○
時
間
以
上
、
障
害
者
対
象
性
犯
罪
者
は
三
ヶ
月
間
一
五
○
時
間
以
上
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
専
門
家
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
深
化
教
育
の
目
的
は
、
高
リ
ス
ク
の
性
犯
罪
者
に
対
し
て
効
果
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
施
を
通
じ
た
再
犯
防
止
、
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
と
検
証
ツ
ー
ル
の
製
作
、
性
犯
罪
者
の
特
性
と
治
療
結
果
な
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

構
築
、
外
部
機
関
と
の
連
携
で
あ
る
。
職
員
は
定
員
一
五
人
で
、
現
在
一
二
人
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
心
理
教
育
、
個
人
・
集
団
相
談
等

の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
専
門
家
八
人
と
心
理
教
育
、
臨
床
面
接
、
心
理
検
査
、
評
価
な
ど
を
担
当
す
る
専
門
家
三
人
、
行
政
業
務
を
担

当
す
る
一
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
認
知
行
動
療
法
と
再
発
防
止
理
論
に
基
づ
い
た
心
理
治
療
や
心
理
教
育
課
程
で
、

収
容
者
の
特
性
に
基
づ
い
た
教
育
を
実
施
す
る
。
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
集
団
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
方
式
で
進
行
し
、
社
会
的
技
術
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
し
て
怒
り
の
調
節
、
ス
ト
レ
ス
管
理
、
性
心
理
、
中
毒
予
防
、
衝
動
調
節
な
ど
を
行
う
。
治
療
共
同
体
の
活
動
は
、
週
一
回
実
施

さ
れ
、
ま
た
宗
教
別
精
神
訓
練
も
可
能
で
あ
る
。
特
別
活
動
と
し
て
、
文
学
組
、
合
唱
組
を
運
用
し
て
お
り
、
特
別
教
化
活
動
と
し
て
の

瞑
想
、
特
別
講
義
や
再
犯
リ
ス
ク
と
心
理
測
定
に
必
要
な
心
理
検
査
、
さ
ら
に
社
会
的
処
遇
と
し
て
、
家
族
面
会
の
日
な
ど
を
施
行
し
て
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い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
は
、
九
時
〜
一
六
時
半
ま
で
週
休
二
日
制
で
、
一
日
五
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
教
育
期
間
は
児

童
対
象
性
犯
罪
者
の
場
合
、
一
回
当
た
り
四
○
人
を
六
ヶ
月
コ
ー
ス
で
四
○
○
時
間
、
障
害
者
対
象
性
犯
罪
者
の
場
合
、
一
回
当
た
り
六

○
人
を
三
ヶ
月
コ
ー
ス
で
一
五
○
時
間
、
履
修
命
令
併
科
者
の
場
合
、
一
二
○
時
間
（
三
ヶ
月
コ
ー
ス
）、
一
六
○
時
間
（
四
ヶ
月
コ
ー
ス
）、

三
○
○
時
間
（
六
ヶ
月
コ
ー
ス
）
で
運
用
し
て
い
る
。

五
　
日
本
の
性
犯
罪
収
容
者
の
再
犯
防
止
教
育
の
現
状

㈠
　
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
経
緯

　
二
○
○
四
年
一
一
月
、
奈
良
県
で
発
生
し
た
小
一
女
児
殺
害
事
件
の
犯
罪
者
に
同
種
の
犯
罪
で
服
役
し
た
前
科
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
性
犯
罪
を
繰
り
返
す
者
の
処
遇
の
充
実
を
求
め
る
世
論
が
高
ま
り
、
こ
れ
に
応
え
る
形
で
法
務
省
の
矯
正
局
と
保
護

局
が
連
帯
し
、
二
○
○
五
年
四
月
に
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
会
を
立
ち
上
げ
）
21
（

た
。
こ
の
研
究
会
で
は
、
外
部
の
有
識
者
八
人
に

よ
る
研
究
会
お
よ
び
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
作
業
が
進
行
し
、
諸
外
国
の
中
で
最
も
研
究
が
発
展
し
て
お
り
、

有
効
で
あ
る
と
い
う
カ
ナ
ダ
矯
正
局
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
参
考
に
し
て
日
本
版
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
二
○
○
六
年
三
月
に
性
犯
罪
者
処

遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
策
定
さ
れ
、
同
年
五
月
の
法
改
正
と
同
時
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
始
さ
れ
た
。

㈡
　
矯
正
処
遇
の
概
要

　
二
○
○
六
年
五
月
に
監
獄
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
に
伴
い
問
題
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
少
人
数
の
集
団
を
編
成
し
て
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
特
別
改
善
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
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さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
薬
物
依
存
離
脱
指
導
、
暴
力
団
離
脱
指
導
、
性
犯
罪
再
犯
防
止
指
導
、
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
、
交

通
安
全
指
導
、
就
労
支
援
指
導
の
六
種
類
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
性
犯
罪
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
の
必
要
性
が
認
定
さ
れ
て
性
犯
罪
再
犯

防
止
指
導
の
受
講
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
特
別
改
善
指
導
の
法
的
根
拠
が
定
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
拒
否
す
る
と
懲
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
矯
正
処
遇
は
収
容
者
の
自
覚
に
訴
え
、
改
善
更
生
の
意
欲

を
喚
起
さ
せ
、
社
会
生
活
に
適
応
能
力
の
育
成
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
は
、
収
容
者
が
矯
正

処
遇
の
意
義
を
理
解
し
、
自
発
的
に
参
加
す
る
気
持
ち
を
涵
養
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
）
22
（
る
。

㈢
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
体

）
23
（制

1
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
施
設

　
性
犯
罪
者
に
対
す
る
調
査
実
施
施
設
は
各
管
区
に
設
置
さ
れ
て
い
る
八
つ
の
調
査
セ
ン
タ
ー
（
札
幌
、
宮
城
、
川
越
、
名
古
屋
、
大
阪
、
広

島
、
高
松
、
福
岡
）
で
、
受
刑
者
の
う
ち
特
別
改
善
指
導
の
受
講
が
必
要
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
者
に
対
し
て
年
齢
に
関
係
な
く
、
心
理

技
官
に
よ
る
専
門
的
調
査
を
実
施
の
上
、
処
遇
計
画
を
策
定
す
る
。
川
越
少
年
刑
務
所
お
よ
び
奈
良
少
年
刑
務
所
の
推
進
基
幹
施
設
と
府

中
刑
務
所
お
よ
び
大
阪
刑
務
所
の
特
別
重
点
実
施
施
設
で
は
調
整
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
高
密
度
、
中
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
札
幌
、

盛
岡
、
山
形
、
黒
羽
、
名
古
屋
、
加
古
川
、
広
島
、
高
松
、
福
岡
、
佐
賀
の
重
点
実
施
施
設
で
は
高
密
度
と
中
密
度
を
実
施
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
山
形
、
黒
羽
、
加
古
川
、
滋
賀
は
中
密
度
の
み
を
実
施
し
て
い
る
。
函
館
、
松
本
、
三
重
、
山
口
、
松
山
の
一
般
実
施
施
設
で

は
低
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
女
性
刑
務
所
、
市
原
刑
務
所
、
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン

タ
ー
を
除
く
す
べ
て
の
施
設
で
実
施
し
て
い
る
。

2
　
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
流
れ

　
収
容
者
の
刑
が
確
定
す
る
と
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
介
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
者
を
選
別
す
る
。
審
査
は
、
①
罪
名
と
事
件
の
内
容
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（
性
的
動
機
に
基
づ
く
事
件
か
）、
②
常
習
性
が
高
い
か
、
③
性
犯
罪
に
つ
な
が
っ
た
問
題
性
が
高
い
か
、
な
ど
を
判
定
し
、
罪
名
に
関
係
な

く
性
的
動
機
に
起
因
し
た
者
を
選
別
す
る
が
、
一
回
の
単
純
性
犯
罪
者
は
除
外
す
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
を
殺
害
し
た
性
犯
罪
者
、
一
三

歳
未
満
の
児
童
を
対
象
と
し
た
性
犯
罪
者
は
回
数
に
関
係
な
く
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
繰
り
返
し
性
犯
罪
を
犯
す
こ
と
が
最
も
重
要
な
条

件
で
あ
り
、
相
手
と
接
触
し
な
い
性
犯
罪
、
例
え
ば
下
着
を
繰
り
返
し
盗
ん
だ
と
い
っ
た
者
は
除
か
れ
る
。
選
別
さ
れ
た
者
は
、
詳
細
な

調
査
の
た
め
に
調
査
セ
ン
タ
ー
に
移
送
し
、
被
害
者
の
年
齢
、
性
別
、
本
人
の
結
婚
の
有
無
な
ど
統
計
上
、
犯
罪
に
至
り
や
す
い
リ
ス
ク

を
調
査
す
る
。
こ
れ
は
本
人
の
属
性
で
あ
り
、
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
、
再
犯
の
可
能
性
と
結
び
付

い
て
い
る
犯
罪
者
の
考
え
方
、
児
童
へ
の
執
着
心
な
ど
処
遇
で
変
化
し
得
る
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
知
的
能
力
や
日
本
語

の
理
解
能
力
な
ど
を
調
べ
る
た
め
の
処
遇
適
合
性
調
査
を
面
接
を
通
じ
て
行
い
、
徹
底
か
つ
具
体
的
に
尋
ね
る
こ
と
で
彼
ら
の
性
犯
罪
に

含
ま
れ
る
問
題
性
を
特
定
す
る
。
こ
の
段
階
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
対
象
か
ど
う
か
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
種
類
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
施
設
、

実
施
時
期
な
ど
を
総
合
的
に
判
定
し
、
移
送
す
る
。
こ
の
と
き
「
あ
な
た
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
性
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
」
と
い
う
本
科
受
講
に
対
す
る
不
安
や
疑
問
を
解
消
す
る
と
共
に
動
機
付
け
を
高
め
る
た
め
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
。
そ
の
後
も
嫌
だ
と
い
う
者
を
対
象
に
、
今
年
か
ら
は
「
準
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
性
と

関
連
す
る
話
で
は
な
く
、
他
人
の
前
で
自
分
の
問
題
を
話
せ
る
よ
う
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
こ
の
課
程
が
終
わ
る
と

「
本
科
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
受
講
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
収
容
者
の
釈
放
が
近
づ
い
た
ら
、「
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う

形
で
今
ま
で
学
ん
だ
内
容
を
復
習
す
る
。
こ
れ
は
社
会
に
復
帰
す
る
前
に
も
う
一
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
憶
さ
せ
る
こ
と
で
性
犯
罪
に
接
触

し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

3
　
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
認
知
行
動
療
）
24
（

法
を
基
礎
と
し
、
リ
ラ
プ
ス
・
プ
リ
ベ
ン
シ
ョ
）
25
（

ン
等
の
技
法
を
活
用
し
て
性
犯
罪
を
抑
止
す
る
た
め
の
ス

キ
ル
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
三
種
類
の
密
度
を
設
け
三
段
階
に
実
施
す
る
。
性
犯
罪
に
つ
な
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図１　処遇プログラムの流れ
確定施設（常習性と問題性の高さ）

ア
セ
ス
メ
ン
ト

再犯リスト、問題性の
大きさなどを判定する
専門的調査の結果から、
プログラム受講対象か
どうか、受講するプロ
グラムの種類などを決
定する。

スクリーニング（書類審査）

調査センター

性犯罪者調査
（リスク、ニーズ、処遇適合性）

オリエンテーション（動機付け）

再犯リスト、問題性の
大きさなどに応じたプ
ログラムを受ける。

プログラム実施

　
プ
ロ
グ
ラ
ム

準備プログラム（動機向上）

本科

全施設

メンテナンス（釈放 1年前）

保護観察のプログラム実施施設
出典： 第 59 回日本矯正医学会シンポジウム「刑事施設における性犯罪者処遇プログラムの現状に

ついて」2012 年 10 月。

図２　処遇プログラムの内容

入所 → 性犯罪者調査オリエン
テーション → プログラム受講対象者

高 密 度
（標準 8ヶ月）

中 密 度
（標準 6ヶ月）

低 密 度
（標準 3ヶ月）

受講 科目 1 自己統制（必須科目） 科目 1自己統制を
中心とした凝縮版

科目 2 認知の歪みと改善
方法

科目 3 対人関係と社会的
機能

科目 4 感情制御 科目2 認知の…
科目 5 共感と被害者理解 科目5 共感と…

出所前 メンテナンス（必須科目）
出典：法務省矯正局 · 保護局「性犯罪者処遇プログラムの実施について」2005 年 12 月。

問題性 · 必要性に
応じて科目２～５
を選択受講
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が
る
問
題
性
が
大
き
い
高
リ
ス
ク
の
者
に
は
高
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
性
犯
罪
に
つ
な
が
る
問
題
性
が
比
較
的
限
定
的
な
者
は
中
密
度
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
比
較
的
小
さ
い
者
は
低
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
八
ヶ
月
、
六
ヶ
月
、
三
ヶ
月
と
な
っ
て
い
る
。
高
密
度
の

者
は
全
科
目
で
あ
る
五
科
目
を
受
講
さ
せ
、
科
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
的
リ
ス
ク
要
因
に
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
密
度
の
者

は
、
科
目
一
の
自
己
統
制
は
必
ず
受
講
さ
せ
、
残
り
の
科
目
は
本
人
の
問
題
性
に
応
じ
て
必
要
な
科
目
を
受
講
さ
せ
る
。
低
密
度
の
者
は

す
べ
て
の
科
目
を
圧
縮
し
た
形
に
し
て
受
講
さ
せ
る
。
ま
た
、
刑
期
が
短
期
で
あ
る
が
高
リ
ス
ク
ま
た
は
中
程
度
の
リ
ス
ク
が
あ
る
者
で

高
密
度
や
中
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
は
、
圧
縮
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
標
準
四
ヶ
月
の
間
集
中
的
に
実
施
す
る

「
集
中
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
、
高
密
度
や
中
密
度
に
相
当
す
る
者
と
し
て
特
定
の
本
科
を
受
講
す
る
よ
う
に
選
定
さ
れ
た
者
に
は
、
自
己
改

善
や
再
犯
防
止
の
た
め
の
動
機
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
目
的
で
二
週
間
（
四
回
）
の
「
準
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
今
年
か
ら
試
験
的
に
実
施

し
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
が
期
待
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
来
年
か
ら
拡
大
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
知
的
能
力
に
障
害
が
あ
る

か
、
低
知
能
で
あ
る
た
め
刑
務
官
の
指
示
を
理
解
で
き
な
い
者
を
対
象
に
標
準
一
○
ヶ
月
の
「
調
整
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
二
○
○
九
年
か
ら

実
施
し
て
い
る
。六

　
今
後
の
課
題

㈠
　
ソ
フ
ト
面
の
課
題

1
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
面
の
課
題

　
⑴
　
適
合
的
な
対
象
者
の
選
定

　
最
も
良
い
性
犯
罪
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
に
十
分
な
人
的
資
源
が
整
っ
た
施
設
で
、
科
学
的
か
つ
体
系
的
に
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実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
性
犯
罪
は
社
会
的
な
影
響
が
ど
の
犯
罪
よ
り
も
深
刻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
れ
ば
そ
の
対
象
者
す
べ
て
に
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

　
韓
国
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
者
を
選
定
す
る
際
、
罪
名
が
性
犯
罪
で
あ
る
す
べ
て
の
者
を
一
括
選
定
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い

る
。
つ
ま
り
裁
判
所
か
ら
履
修
命
令
が
併
科
さ
れ
た
収
容
者
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
収
容
者
も
罪
名
が
性
犯
罪
で
あ
れ
ば
対
象

者
と
し
て
選
定
す
る
。
し
か
し
、
諸
条
件
が
不
十
分
な
状
況
で
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
を
対
象
者
に
選
定
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
合
理
的
な

の
か
疑
問
が
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
諸
条
件
、
つ
ま
り
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
調
査
、
心
理
検
査
、
面
談
な
ど
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
的
資
源
、
施
設
、
環
境
な
ど
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
で
な
い
現

状
に
お
い
て
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
人
的
資
源
、
施
設
な
ど
の
条
件
が
不
十
分
な

状
況
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
場
合
、
質
的
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
運
用
も
形
式
的
に
流
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

し
た
が
っ
て
、
た
だ
罪
名
だ
け
で
そ
の
対
象
者
を
選
定
す
る
現
在
の
方
式
を
脱
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
適
切
な

諸
条
件
が
整
備
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
錦
上
花
を
添
え
る
と
も
い
え
る
が
、
そ
う
で
な
い
現
状
に
お
い
て
は
代
案
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
。
法
務
部
の
人
的
資
源
の
確
保
も
し
ば
ら
く
不
可
能
な
現
在
、
対
象
者
の
選
定
が
合
理
的
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
実
施
が
適
切
で
は
な
い
収
容
者
に
つ
い
て
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
予
算
の
無
駄
遣
い
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ

を
無
く
し
て
教
育
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
者
の
選
定
に
何
よ
り
も
心
血
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
短
期
的
に
は
、
日
本
の
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
長
期
的
に
は
不
足
し
て
い
る
諸
条
件
の
拡
充
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
目
的
は
性
犯
罪
者
の
再
犯
を
抑
止
し
、
児
童
や
女
性
を
加
害
者
か
ら
守
り
、
社
会
の
安

定
性
を
高
め
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
対
象
者
を
選
定
す
る
と
き
、
罪
名
と
事
件
内
容
が
性
的
動
機
に
起
因
す
る
の
か
、
常
習
性
が
あ
る

か
ど
う
か
を
判
断
し
て
選
定
し
て
い
）
26
（

る
。
ま
た
、
刑
確
定
施
設
で
の
一
次
書
類
審
査
、
調
査
セ
ン
タ
ー
で
の
面
談
に
よ
る
二
次
審
査
に
よ

り
対
象
者
を
選
別
し
て
い
る
。
つ
ま
り
韓
国
の
よ
う
に
罪
名
だ
け
で
対
象
者
を
選
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
見
す
る
と
こ
れ
は
非
常
に
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合
理
的
に
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
を
対
象
と
し
な
い
理
由
は
、
コ
ス
ト
と
実
際
に
リ
ス
ク
が
高
い
者
だ
け
を
選
別
す
る
た
め
だ

と
い
う
が
、
果
た
し
て
そ
の
選
別
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
二
○
一
一
年
末
、
男
性
受
刑
者
五
万
六
四
四
八
人
の
う
ち
、
性
犯
罪

者
が
三
四
四
八
人
い
る
中
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
人
員
が
年
四
五
○
）
27
（
人
余
り
で
あ
る
こ
と
と
二
○
一
一
年
新
入
性
犯
罪
受
刑
者
が
年
八

二
六
）
28
（
人
で
、
各
施
設
の
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
者
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
疑

問
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
各
施
設
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
人
手
は
決
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
再
犯
の
お
そ
れ
が
高
い
者

か
ら
優
先
的
に
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。
再
犯
の
有
無
を
予
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
誰
が
再
犯
を
す
る
か
、
し
な
い
か
は

知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
ら
ゆ
る
性
犯
罪
者
が
潜
在
的
な
被
疑
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
蓋
然
性
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
よ
う
な
面
で
人
手
不
足
の
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
を
待
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
収
容
者
と
定
め
ら
れ
た
人
員
し
か
実

施
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
は
問
題
が
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
が
必
要
な
性
犯
罪
者
選
定
に
小
さ
な
穴
も
生
じ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
⑵
　
薬
物
治
療
と
の
併
用

　
人
に
は
個
人
差
、
つ
ま
り
性
格
、
知
能
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
理
解
度
、
反
省
の
程
度
、
考
え
方
に
違
い
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
結
果
が
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
意
志
だ
け
で
は
性
欲
が
制
御
さ
れ
な
い
リ
ス
ク
が
高
い
収
容
者
に
は
本
人
の
了

解
を
得
て
薬
物
治
療
を
併
用
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
二
○
一
○
年
、
韓
国
の
大
学
病
院
で
一
八
歳
の
男
性
に
薬
物
治
療
を
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
男
性
は
、
高
校
時
代
か
ら
学
校
生

活
不
適
応
、
身
体
の
歪
み
、
妄
想
、
一
日
三
〜
四
回
の
自
慰
行
為
、
女
性
の
胸
を
触
っ
て
逃
げ
る
な
ど
の
衝
動
的
性
行
為
が
あ
り
、
病
院

を
訪
れ
、
性
倒
錯
症
と
衝
動
調
節
障
害
の
診
断
を
受
け
、
こ
の
症
状
が
続
く
場
合
、
犯
罪
者
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
薬
物

を
投
与
し
、
心
理
療
法
を
併
用
し
た
。
一
年
後
に
は
性
欲
減
退
や
性
的
な
動
画
を
み
る
回
数
も
減
り
印
象
も
や
わ
ら
か
く
な
っ
た
。
薬
物

を
投
与
す
る
前
に
は
六
・
二
三
ng
／
㎖
だ
っ
た
男
性
ホ
ル
モ
ン
血
中
濃
）
29
（

度
が
○
・
四
八
ng
／
㎖
に
減
少
し
、
副
作
用
も
観
察
さ
れ
な
か
っ

た
。
医
師
に
よ
る
と
、
現
在
ま
で
性
欲
が
よ
く
抑
止
さ
れ
て
生
活
も
安
定
し
て
い
る
と
い
）
30
（
う
。
こ
の
事
例
は
、
長
期
間
の
研
究
で
は
な
い
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こ
と
か
ら
、
臨
床
評
価
と
安
全
性
の
確
認
が
十
分
で
は
な
い
。
ま
た
、
薬
物
投
与
が
中
止
さ
れ
た
場
合
、
性
ホ
ル
モ
ン
の
濃
度
が
元
の
状

態
に
戻
る
と
い
う
欠
点
と
薬
物
だ
け
で
は
性
犯
罪
者
の
性
に
対
す
る
認
知
の
歪
み
や
思
考
の
偏
り
が
是
正
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
認
知
行

動
療
法
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
併
用
実
施
が
不
可
欠
で
あ
）
31
（
る
と
す
る
。
韓
国
で
は
性
衝
動
薬
物
治
）
32
（
療
と
い
う
概
念
で
裁
判
所
か
ら
薬
物

治
療
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
、
治
療
監
護
所
で
薬
物
治
療
を
実
施
し
て
い
る
。
高
危
険
群
で
あ
る
性
犯
罪
者
に
心
理
療
法
な
し
で
、
薬
物
治

療
の
み
行
っ
て
も
、
勃
起
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
強
姦
を
防
止
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
変
態
性
欲
者
を
量
産
す
る
こ
と
に
な
る
と
い

う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
心
理
療
法
を
併
用
し
て
治
療
効
果
を
高
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
論
の
末
に
導
入
し
た
薬
物

治
療
を
刑
事
施
設
内
に
も
導
入
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
併
用
実
施
す
れ
ば
そ
の
効
果
が
よ
り
一
層
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

　
日
本
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
初
期
に
薬
物
治
療
に
関
す
る
意
見
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
薬
物
投
与
は
、
医
療
の
観
点
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
り
、
施
設
内
の
医
師
不
足
問
題
と
共
に
関
連
省
庁
な
ど
の
対
応
の
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い

て
の
進
捗
は
見
ら
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
手
段
を
使
っ
て
も
す
べ
て
の
性
犯
罪
を
防
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、

性
犯
罪
再
犯
率
を
一
％
下
げ
る
こ
と
は
数
百
人
の
被
害
者
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
劇
的
な
再
犯
率
の
低
下
が
な
い
か
ら
と

い
っ
て
意
味
が
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
で
き
る
か
ぎ
り
す
べ
て
の
方
法
を
使
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
精
神
障
害
の
分
類
に
属
す
る

異
常
性
愛
犯
罪
者
は
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
対
策
が
必
要
で
あ
り
、
最
近
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
精
神
療
法
と
薬
物
療
法
を
用
い
る

治
療
法
が
提
案
さ
れ
、
そ
の
治
療
の
結
果
、
再
犯
抑
止
に
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
報
告
を
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
医
学
、
人
権
、
法

制
度
な
ど
の
様
々
な
側
面
か
ら
薬
物
治
療
の
導
入
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
が
、
必
要
で
あ
れ
ば
法
改
正
や
制
度
の
新
設
な
ど
性
犯
罪
者
に

対
す
る
薬
物
治
療
併
用
の
前
向
き
な
検
討
が
必
要
で
あ
）
33
（

る
。

　
人
は
自
分
の
問
題
は
自
分
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
。
出
所
後
、
自
分
に
異
常
な
性
的
衝
動
が
起
こ
る
と
思
っ
た
ら
、
自
分
で
薬
物
治

療
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
保
護
観
察
官
の
管
理
体
制
の
下
で
病
院
へ
の
来
院
を
促
し
て
薬

物
治
療
を
継
続
す
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
高
い
だ
ろ
う
。
薬
物
治
療
は
費
用
の
問
）
34
（
題
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
ず
、
一
生
投
薬
し
な
け
れ
ば



刑事施設における性犯罪者処遇の現状と課題

225

な
ら
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
国
が
性
犯
罪
根
絶
の
次
元
で
積
極
的
に
立
ち
上
が
っ
て
解
決
す
る
な
ら
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
面
の
課
題

　
⑴
　
専
門
職
員
の
確
保
と
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
す
る
上
で
最
も
重
要
な
の
が
専
門
家
の
確
保
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
高
い
レ

ベ
ル
の
専
門
知
識
を
必
要
と
し
て
お
り
、
対
象
者
の
選
定
や
相
談
、
運
用
な
ど
に
あ
た
り
、
専
門
家
の
確
保
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
カ

ナ
ダ
の
性
犯
罪
者
治
療
専
門
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー
シ
ャ
ル
博
士
は
、「
人
は
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
刑
務
所
で
相
談
治
療

を
受
け
た
性
犯
罪
者
五
三
五
人
を
出
所
一
○
年
後
、
追
跡
し
て
み
る
と
五
・
四
％
が
再
犯
を
犯
し
た
の
に
対
し
て
、
相
談
治
療
を
受
け
な

か
っ
た
人
の
再
犯
率
は
二
四
％
に
達
し
、
相
談
治
療
を
す
る
と
再
犯
率
が
低
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
政
策
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
強
調
す
る
。
政
策
へ
反
映
す
る
た
め
に
は
専
門
知
識
と
資
格
を
備
え
た
人
的
資
源
の
確
保
が
必
須
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
は
、

専
門
家
で
あ
る
臨
床
心
理
士
は
わ
ず
か
二
六
人
余
り
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
資
格
基
準
や
統
一
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
な
い
。

ま
た
、
一
段
階
目
の
教
育
は
外
部
の
民
間
協
力
機
関
が
担
当
し
て
い
る
が
、
教
育
内
容
の
管
理
、
統
制
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
局
、
教

育
の
効
果
は
、
専
門
家
の
能
力
と
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
異
な
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
資
格
の
な
い
講
師
に
よ
る
形
式
的
な
運
用
が
行
わ
れ

て
い
る
施
設
も
あ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
担
当
す
る
刑
事
施
設
お
よ
び
保
護
観
察
所
、
外
部
委
託
機
関
の
人
材
の
専
攻
を
調
査
し
た

結
）
35
（

果
、
一
七
三
人
中
、
心
理
学
が
五
二
人
（
三
○
・
一
％
）、
社
会
福
祉
学
は
五
七
人
（
三
二
・
九
％
）、
教
育
学
が
二
○
人
（
一
一
・
六
％
）、

そ
の
他
が
四
四
人
（
二
五
・
四
％
）
で
あ
り
、
一
段
階
目
の
教
育
を
担
当
す
る
民
間
人
の
五
○
％
以
上
が
高
卒
で
、
性
暴
力
教
育
院
を
卒

業
し
た
専
門
家
と
い
う
に
は
不
十
分
な
実
情
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
刑
事
施
設
の
職
員
の
中
に
も
専
門
資
格
や
専
攻
と
関
係
の
な
い
者
が

あ
り
、
関
連
資
格
保
有
者
は
四
三
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。
一
段
階
目
の
教
育
担
当
者
は
刑
務
官
一
人
、
二
段
階
目
で
は
専
門
職
員
一
人
あ

る
い
は
二
人
だ
け
と
い
う
現
状
に
お
い
て
は
、
専
門
職
員
の
補
強
が
必
須
と
い
え
る
。
こ
れ
に
加
え
担
当
講
師
に
関
す
る
統
一
的
な
資
格
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基
準
や
定
期
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
教
育
の
必
要
性
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
は
韓
国
よ
り
は
事
情
が
良
い
と
い
え
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
対
策
へ
の
関
心
の
増
加
に
伴
い
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
開
発
が
進
め
ら
れ
、
積
極
的
に
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
刑
事
施
設
内
で
は
個
々
の
受
刑
者
の
特
性
や
問
題
に
合

う
木
目
の
細
か
い
処
遇
を
行
う
だ
け
の
人
的
資
源
と
体
制
が
不
足
し
て
い
）
36
（
る
。
現
在
、
刑
事
施
設
七
七
の
う
ち
（
支
所
を
除
く
）
本
科
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
一
九
施
設
で
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
五
六
施
設
で
実
施
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
専
門
家
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
調
査
セ
ン
タ
ー
で
対
象
者
を
選
別
す
る
職
員
は
、
法
務
技
官
だ
が
、
一
般
施
設
で
は
、
専
門
資
格
が
な
い
刑
務
官
が
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
運
用
に
関
与
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
を
対
象
に
し
な
い
理
由
と
し
て
も
人
件
費
、
す
な
わ
ち
専
門
家
の
不
足
が
最
も
大
き
い

と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
す
る
職
員
は
、
専
門
資
格
を
備
え
た
職
員
が
最
も
望
ま
し
い
が
、
専
門
資
格
の
有
無
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
条
件
で
は
な
い
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
担
当
者
は
年
二
回
、
各
一
週
間
ず
つ
研
修
を
実
施
し
、
こ
の
研
修
を
受
け
た
人
が
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
し
て
い
る
が
、
問
題
は
研
修
を
受
け
た
職
員
が
施
設
内
補
職
変
更
に
よ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
と
関
係
の
な
い
部
署

へ
の
異
動
や
他
の
施
設
に
転
勤
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
苦
労
し
て
研
修
を
実
施
し
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
た
職
員
が
専
門
の
経
験
と
は
全

く
関
係
の
な
い
部
署
へ
の
異
動
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
努
力
と
経
験
が
役
に
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
担
当
者
は
ラ
イ
セ
ン
ス
が
必
要
な
関
係
で
、
あ
る
程
度
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
職
員
が
同
業
務
を
担
当
し
て
お
り
、
ラ

イ
セ
ン
ス
が
あ
る
職
員
は
転
勤
の
際
に
も
「
あ
な
た
は
こ
の
仕
事
に
お
い
て
プ
ロ
で
あ
る
た
め
、
大
丈
夫
で
す
」
と
し
て
本
人
の
希
望
を

配
慮
し
、
同
じ
仕
事
を
続
け
る
よ
う
に
し
た
り
、
他
の
部
署
に
異
動
し
て
も
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
人
的
資

源
が
不
足
し
て
い
る
現
状
を
打
開
す
る
方
法
と
し
て
、
外
部
の
専
門
家
を
活
用
す
る
方
法
も
良
い
選
択
肢
の
一
つ
と
い
え
る
が
、
現
在
そ

の
よ
う
な
外
部
の
専
門
家
は
、
身
分
保
証
や
雇
用
問
題
な
ど
に
よ
り
、
職
員
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
い
う
形
態
で
関
与
し
て
い
る
だ
け
で
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
に
は
関
与
さ
せ
ず
に
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
す
る
専
門
家
は
刑
務
官
の
中
で
専
門
資
格
を
持
つ
者
が
最
も
理
想

的
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
毎
日
収
容
者
と
一
緒
に
生
活
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
最
も
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
、
心
理
的
な
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関
係
に
基
づ
く
親
近
感
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
に
も
多
く
の
助
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

法
務
部
は
内
部
職
員
の
中
で
関
連
分
野
を
専
攻
し
た
職
員
の
専
門
研
修
な
ど
を
実
施
し
、
活
用
す
れ
ば
、
良
い
成
果
が
表
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
い
く
ら
良
い
制
度
と
政
策
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
備
え
て
い
て
も
、
こ
れ
を
行
う
専
門
化
さ
れ
た
人
材
が
い
な
い
場
合
は
何
の

意
味
も
な
い
。
特
に
児
童
性
犯
罪
の
専
門
人
材
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
専
門
知
識
と
資
格
、
高
い
見
識
を
備
え
た
十
分
な
専

門
家
の
養
成
は
、
何
よ
り
も
急
が
れ
る
課
題
で
あ
る
。

　
次
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
運
用
に
関
し
て
で
あ
る
。
韓
国
に
お
い
て
二
○
○
七
年
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
し
、
出
所
し
た
者
の
三
年
間
の
再

入
者
率
が
二
九
・
九
％
で
あ
る
こ
と
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
率
性
と
内
容
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
ま
さ
に
ス
タ
ー
ト
し
た
段
階
で
あ
り
、
体
系
的
、
科
学
的
で
な
い
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
再
入
者
率
が
全
体

出
所
者
の
再
入
者
率
二
二
・
三
％
よ
り
も
高
か
っ
た
の
は
、
教
育
シ
ス
テ
ム
の
改
善
と
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
が
切
実
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
二
○
一
一
年
、
刑
事
政
策
研
究
院
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
満
足
度
調
）
37
（
査
に
よ
る
と
、
対
象
者
四
五
人
の
う
ち
、
三

七
・
七
％
が
「
不
満
足
」
も
し
く
は
「
普
通
」
と
答
え
た
。
こ
れ
は
先
進
国
と
比
較
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
や
運
用
過
程
に
お
い
て
満

足
を
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
人
生
に
役
立
つ
か
の
質
問
で
は
七
一
・
一
％
が
「
役
に
立
っ

た
」、
二
二
・
二
％
は
「
役
に
立
た
な
か
っ
た
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に
、「
個
別
面
談
、
職
員
の
専
門
知
識
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
の
強
化
、

個
人
の
変
化
意
志
を
増
進
さ
せ
る
内
容
を
補
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
。
二
○
一
一
年
、
全
国
一
五
の
施
設
の

性
犯
罪
者
三
九
三
八
人
を
調
査
し
た
結
）
38
（

果
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
者
は
一
四
四
三
人
で
、
受
講
時
間
も
一
人
当
た
り
四
○
〜
一
○
○
時
間
程

度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
進
国
の
一
人
当
た
り
二
○
○
〜
三
○
○
時
間
と
対
照
的
で
あ
っ
た
。
担
当
者
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効

果
を
最
大
限
に
す
る
た
め
に
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
機
会
、
組
織
的
配
慮
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
よ
り
体
系
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
総
合
的
な
性
犯
罪
者
の
評
価
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
参
加
者

の
経
過
を
把
握
す
る
一
方
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
を
現
在
の
一
週
間
に
す
べ
て
実
施
す
る
こ
と
よ
り
、
一
週
間
に
一
〜
二
回
行
い
、
性
犯
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罪
者
が
出
所
し
た
後
も
治
療
成
果
を
維
持
す
る
た
め
の
別
の
戦
略
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
実
施
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
性
犯
罪
者
の
再
犯
リ
ス
ク
に
応
じ
て
高
・
中
・
低
密
度
に
わ
け
ら
れ
、
そ
の

内
容
や
時
間
が
決
ま
っ
て
お
り
、
あ
る
程
度
体
系
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
密
度
の
時
間
を
み
る
と
、
高
密
度
一
○
七
時
間
、

中
密
度
八
○
時
間
、
低
密
度
四
○
時
間
で
、
先
進
国
に
比
べ
る
と
非
常
に
少
な
い
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
治
療
期
間
は
危
険
性
と
再
犯
の
可
能

性
に
基
づ
い
て
決
ま
っ
て
お
り
、
通
常
六
ヶ
月
間
治
療
し
、
高
リ
ス
ク
の
者
は
一
二
〜
一
八
ヶ
月
間
掛
か
る
と
い
う
。
ま
た
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
は
長
け
れ
ば
一
八
ヶ
月
間
受
け
る
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
麻
薬
中
毒
の
よ
う
な
問
題
が
混
ざ
っ
て
い
る
場
合
に
は
期
間
を
延
ば

す
こ
と
も
あ
り
、
中
毒
の
分
野
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
治
療
専
門
家
が
投
入
さ
れ
）
39
（

る
と
い
う
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
対

象
者
の
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
再
犯
リ
ス
ク
と
処
遇
密
度
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
関
す
る
四
種

類
の
研
）
40
（

究
に
よ
る
と
、
対
象
者
の
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
に
見
合
っ
た
処
遇
密
度
を
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
再
犯
率
が
上
昇
す
る
と
い
う
結
果
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
象
者
に
そ
れ
ぞ
れ
判
定
さ
れ
た
再
犯
リ
ス
ク
の
程
度
と
受
講
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
必
ず
一
致
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
低
リ
ス
ク
で
あ
る
者
は
低
密
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
こ
と
が
再
犯
抑
止
効
果
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
対
に
低

リ
ス
ク
の
者
が
、
高
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
す
る
と
再
犯
率
が
上
昇
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
て
も
不
思
議
な
結
果
で

あ
る
と
い
え
る
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
リ
ス
ク
が
低
い
人
に
も
多
く
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
が
、
ど
の
研
究
結
果
で
も
同
様
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
低
リ
ス
ク
の
者
が
ま
だ
リ
ス
ク
が
そ
れ
ほ
ど
高

く
な
い
状
態
で
、
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
も
そ
れ
な
り
に
良
い
状
態
を
維
持
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
性
犯
罪
者
で
、
性
に
問
題

が
あ
る
と
し
て
高
密
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
が
悪
く
な
っ
て
挽
回
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
分
は
ど
う
せ
で
き
な
い
人
だ
と
思
い
、
よ
り
間
違
っ
た
行
動
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

カ
ナ
ダ
で
は
四
○
年
以
上
に
わ
た
り
常
識
と
し
て
通
用
し
て
お
り
、
必
ず
リ
ス
ク
の
程
度
と
一
致
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
）
41
（
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
は
Ｒ
Ｎ
Ｒ
（Risk, N

eed and Responsivity principles

）
モ
デ
ル
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
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用
に
適
用
し
て
い
る
。
韓
国
で
も
リ
ス
ク
に
応
じ
た
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
す
る
た
め
の
Ｒ
Ｎ
Ｒ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
が
よ
り

重
大
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
対
象
者
に
適
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
を
何
よ
り
も
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

　
⑵
　
対
象
者
に
応
じ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用

　
韓
国
で
実
施
し
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
第
一
段
階
目
に
は
、
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
を
対
象
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
二
、
三
段

階
で
は
、
一
三
歳
未
満
の
児
童
を
対
象
に
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
集
中
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
多
数
の
性
犯
罪
者
が
成
人
を
対
象
に
し
た

犯
罪
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ず
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
児
童
を
対

象
に
し
た
性
犯
罪
は
成
人
に
比
べ
て
そ
の
衝
撃
は
非
常
に
大
き
い
が
、
成
人
に
対
す
る
性
犯
罪
も
女
性
の
人
権
を
抹
殺
す
る
行
為
で
あ
り
、

そ
の
衝
撃
も
一
生
持
続
す
る
と
い
う
点
で
軽
く
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
二
○
一
○
年
の
韓
国
の
全
性
犯
罪
件
数
一
万
九
九
三
九
件
中
、
児
童
対
象
の
犯
罪
は
五
・
九
％
、
残
り
の
九
四
・
一
％
は
一
三
歳
以
上

を
対
象
に
し
た
性
犯
罪
件
数
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
児
童
対
象
性
犯
罪
者
は
全
体
性
犯
罪
者
の
一
六
・
五
％
に

相
当
し
、
残
り
の
八
三
・
五
％
が
一
三
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
性
犯
罪
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
焦
点
が
一

三
歳
未
満
の
児
童
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
は
問
題
が
多
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
は
全
性
犯
罪
件
数
一
万
一
九
○
一
件
中
、
児
童
対
象
の
犯
罪
は
九
・
六
％
、
残
り
の
九
○
・
四
％
は
一
三
歳
以
上

を
対
象
に
し
た
性
犯
罪
件
数
で
あ
）
42
（
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
者
は
区
別
が
な
く
、
い
ず
れ
も
同
じ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
自
分
の
犯
罪
と
似
て
い
る
者
が
集
ま
っ
て
し
ま
う
と
同
じ
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
お
互
い

相
手
の
こ
と
に
気
が
付
く
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
逆
に
気
が
付
い
た
場
合
に
は
自
分
の
話
を
先
に
し
よ
う
と
し
な
い
傾
向
が
あ
る
が
、
成

人
対
象
の
犯
罪
者
や
児
童
対
象
の
犯
罪
者
を
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
し
た
場
合
、
相
手
に
考
え
方
の
偏
り
に
気
が
付
き
、
そ
れ
が
変
だ
と
考
え

る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
異
な
る
群
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
し
た
方
が
効
果
が
高
い
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
児
童
を
対
象
に
し
た

性
犯
罪
者
に
は
異
な
る
特
徴
が
あ
る
た
め
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
児
童
を
対
象
と
し
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た
性
犯
罪
者
は
、
社
会
性
が
不
足
し
て
い
た
り
自
信
が
足
り
な
い
者
が
多
い
傾
向
に
あ
り
、
自
分
の
話
を
し
よ
う
と
せ
ず
、
隠
そ
う
と
ば

か
り
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。
二
○
一
○
年
度
、
児
童
性
犯
罪
件
数
は
全
性
犯
罪
者
の
九
・
六
％
に
相
当
し
、
刑
事
施
設
に
も
少
な
く

な
い
数
が
収
容
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
児
童
対
象
性
犯
罪
者
は
、
一
般
的
に
小
児
嗜
好
症
を
患
っ
て
お
り
、
性
犯
罪
に
強
い
動
機

を
持
っ
て
具
体
的
に
犯
行
を
計
画
し
、
各
種
の
治
療
と
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
全
く
通
じ
な
い
高
い
再
犯
の
可
能
性
を
持
つ
、
児
童
と

面
識
が
な
い
成
人
男
性
だ
と
い
）
43
（

う
。
ま
た
、
性
欲
が
唯
一
の
性
犯
罪
の
動
機
で
は
な
く
、
挫
折
し
た
自
尊
感
、
傷
を
受
け
た
男
性
性
、
外

観
や
性
的
能
力
の
劣
等
感
か
ら
正
常
な
性
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
セ
ッ
ク
ス
を
介
し
て
自
分
の
性
欲
表
現
と
性
的
満
足
を
追
求
す
る
こ
と
に
問

題
が
あ
り
、
児
童
を
対
象
と
し
て
こ
れ
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
り
、
歪
ん
だ
性
的
な
空
想
に
陥
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
う
。
性
犯
罪

研
究
者
で
あ
る
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ピ
ン
ケ
ル
ホ
は
加
害
者
が
過
去
の
虐
待
や
性
体
験
を
通
じ
て
心
的
外
傷
を
受
け
た
り
、
小
児
嗜
好
症
、
結

婚
生
活
の
問
題
、
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
な
ど
の
特
性
を
持
つ
場
合
で
も
、
児
童
に
対
し
て
性
的
衝
動
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
と

分
析
し
）
44
（
た
。
こ
の
よ
う
に
児
童
対
象
性
犯
罪
者
は
成
人
対
象
性
犯
罪
者
と
は
異
な
る
特
徴
が
あ
る
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
や
時
間
等

に
お
け
る
別
の
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

3
　
効
果
向
上
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
活
用

　
韓
国
の
二
○
○
一
年
か
ら
二
○
○
五
年
間
の
性
犯
罪
者
の
仮
釈
放
状
況
を
み
る
と
、
全
仮
釈
放
者
の
う
ち
、
性
犯
罪
者
が
五
・
五
％
を

占
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
○
○
六
年
度
に
は
五
・
○
％
、
二
○
○
八
年
に
は
五
・
〇
％
と
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
○
○
六
年

度
以
降
に
児
童
と
女
性
を
対
象
と
し
た
重
大
事
件
が
急
増
し
、
国
民
の
懸
念
と
厳
正
な
法
執
行
を
望
む
国
民
の
法
感
情
を
考
慮
し
て
性
犯

罪
な
ど
、
反
人
倫
的
犯
罪
者
に
対
し
て
仮
釈
放
審
査
を
強
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
45
（

る
。
関
連
訓
令
を
強
化
し
、
児
童
対
象
お
よ
び
親
族
に

よ
る
性
犯
罪
者
は
刑
執
行
率
九
五
％
以
上
か
つ
開
放
警
備
処
遇
級
に
な
ら
な
け
れ
ば
仮
釈
放
申
請
自
体
を
許
可
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
条
件

を
満
た
し
て
も
仮
釈
放
さ
れ
た
収
容
者
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
よ
う
に
性
犯
罪
者
に
対
す
る
仮
釈
放
審
査
強
化
は
今
後
も
続
く
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
仮
釈
放
の
制
限
は
果
た
し
て
望
ま
し
い
の
か
疑
問
が
あ
る
。
収
容
者
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
魅
力
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と
し
て
作
用
す
る
も
の
が
仮
釈
放
制
度
で
あ
る
か
ら
、
教
育
の
拒
否
者
ま
た
は
積
極
的
に
参
加
し
な
い
収
容
者
に
は
仮
釈
放
と
い
う
飴
を

利
用
し
て
教
育
効
果
を
高
め
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
二
○
○
七
年
性
犯
罪
出
所
者
一
二
六
六
人
の
う
ち
、
三
年
以
内
に
再
入
所
し
た
者

は
二
二
二
人
（
一
七
・
五
％
）
で
あ
る
が
、
満
期
釈
放
者
の
再
入
者
率
は
二
○
・
八
％
、
仮
釈
放
者
の
再
入
者
率
は
一
○
・
三
％
で
、
仮

釈
放
者
の
再
入
者
率
が
低
）
46
（
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
罪
名
に
お
い
て
仮
釈
放
収
容
者
の
方
が
再
犯
率
が
低
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し

か
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
自
発
的
に
参
加
し
た
り
、
無
事
に
履
修
し
た
収
容
者
に
は
そ
の
結
果
を
処
遇
上
の
優
遇
措
置
に
積
極
的
に
活
用
す

る
必
要
が
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー
シ
ャ
ル
博
士
は
「
カ
ナ
ダ
で
は
、
相
談
治
療
成
績
が
良
い
人
を
仮
釈
放
す
る
。
こ
れ
ら
の
利
点
が

な
け
れ
ば
性
犯
罪
者
に
治
療
に
熱
心
に
取
り
組
む
動
機
付
け
を
す
る
の
は
難
し
い
」
と
述
べ
て
い
）
47
（

る
。
現
在
、
韓
国
で
は
、
社
会
的
な
雰

囲
気
に
応
じ
て
収
容
者
の
仮
釈
放
率
の
変
動
幅
が
大
き
く
、
特
に
性
犯
罪
者
は
仮
釈
放
の
割
合
が
低
い
た
め
、
こ
れ
に
関
す
る
検
討
が
必

要
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
に
も
仮
釈
放
を
前
提
と
し
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
提
供
が
必
要
で
あ
り
、
再
犯
率
を

み
て
も
仮
釈
放
者
の
再
犯
率
が
低
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
制
度
を
う
ま
く
活
用
し
て
教
育
効
果
を
上
げ
る
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
と
考
え
）
48
（

る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
場
合
、
性
犯
罪
者
と
一
般
受
刑
者
に
仮
釈
放
の
差
が
な
い
点
に
つ
い
て
は
韓
国
の
状
況
か
ら
み
る
と
望
ま
し
い

と
思
う
。
平
成
一
二
年
か
ら
刑
事
施
設
を
出
所
し
た
者
の
出
所
後
一
○
年
間
の
強
姦
の
再
入
者
率
の
調
査
で
も
仮
釈
放
が
三
一
・
八
％
、

満
期
釈
放
が
五
五
・
九
％
で
、
仮
釈
放
者
の
再
犯
率
が
低
）
49
（
い
。

　
性
犯
罪
者
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
つ
か
は
私
た
ち
が
住
ん

で
い
る
地
域
社
会
に
復
帰
す
る
一
般
市
民
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
と
方
法
を
駆

使
し
て
実
施
し
、
改
善
更
生
に
最
善
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
高
め
る
た
め
の
手
段
と
し

て
処
遇
上
必
要
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
積
極
な
活
用
も
良
い
方
法
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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㈡
　
ハ
ー
ド
面
の
課
題

　
性
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
は
独
立
し
た
専
用
施
設
の
設
置
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
。
性

犯
罪
者
は
一
般
収
容
者
の
忌
避
対
象
で
も
あ
る
が
、
自
ら
も
自
分
の
罪
名
が
恥
ず
か
し
い
と
い
う
事
実
を
認
識
し
て
、
一
般
収
容
者
の
前

で
は
自
分
の
話
を
し
よ
う
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
は
こ
れ
ら
を
集
め
て
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
。
韓

国
は
刑
務
所
内
に
独
立
し
た
矯
正
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
独
立
し
た
施
設
は
、

た
っ
た
一
つ
し
か
な
く
、
こ
こ
で
実
施
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
者
は
一
年
八
○
人
に
過
ぎ
ず
、
性
犯
罪
者
の
数
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
都
合
上
、
独
立
し
た
専
用
施
設
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
施
設
は
刑
務
所
内
に
別
の
空
間
を
設
け
、
性
犯
罪
者
を

集
め
て
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
管
区
ご
と
に
計
三
つ
の
独
立
し
た
性
犯
罪
者
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
を
追
加
設
置
す
る
予
定
と
は
い

え
、
現
在
一
段
階
目
の
教
育
や
二
段
階
目
の
教
育
対
象
者
を
一
般
収
容
者
と
雑
居
収
容
し
て
い
る
現
実
は
問
題
が
多
い
。

　
日
本
に
は
、
性
犯
罪
者
だ
け
を
集
め
て
収
容
す
る
独
立
施
設
は
な
い
。
し
か
し
、
府
中
刑
務
所
の
場
合
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
す
る
期

間
は
、
別
の
作
業
場
や
舎
棟
に
分
離
し
て
収
容
し
て
い
る
。
独
立
施
設
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
方
法
も
良
い
選
択
肢
の
一
つ
で
は
な
い
か

と
思
う
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
す
る
収
容
者
に
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
た
め
の
宿
題
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
宿
題
は
一
日
が
終
わ
っ
た
後
に

居
室
で
行
わ
れ
る
た
め
、
一
般
収
容
者
と
雑
居
収
容
す
る
と
周
囲
か
ら
性
犯
罪
者
と
い
う
理
由
で
い
じ
め
に
も
あ
い
得
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム

受
講
中
の
居
室
配
置
の
問
題
、
工
場
転
業
の
問
題
な
ど
、
複
雑
な
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
独
立
し
た
専
用
施
設
の
設
置
が
最
も
良

い
方
法
で
あ
る
。
独
立
し
た
施
設
に
収
容
し
て
集
中
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
れ
ば
、
そ
の
効
果
が
よ
り
一
層
高
ま
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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七
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
韓
日
の
刑
事
施
設
内
に
お
け
る
性
犯
罪
者
処
遇
の
現
状
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、
性
犯
罪
者
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運

用
す
る
に
当
た
り
、
現
れ
た
複
数
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
性
犯
罪
者
は
被
害
者
が
受
け
る
性
的
な
被
害
を
軽
く
考
え
る
な
ど
思
考
に
歪
み
が
あ
り
、
ま
た
、
自
己
統
制
力
が
弱
い
な

ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
者
が
多
く
、
そ
の
改
善
更
生
を
図
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
資
質
上
の
問
題
を
改
善
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重

要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
）
50
（
た
。
し
た
が
っ
て
性
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
対
象
者
を
正
確
に
選
別
し
て
、
人
的

資
源
と
環
境
が
整
っ
た
独
立
し
た
空
間
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
が
最
も
大
事
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ほ
か
に
薬
物
治
療
を
併

用
し
て
実
施
す
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
効
果
が
上
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
薬
物
を
投
与
す
る
に
は
専
門
医
師
の
診
断
や
処
方
、

刑
事
施
設
内
で
の
投
薬
の
た
め
の
法
改
正
な
ど
複
数
の
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
性
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
が
何
よ
り
も
重
大
な
課
題

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
検
討
が
要
求
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
必
須
事
項
と
し
て
、
対
象
者
の

リ
ス
ク
と
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
選
定
や
実
施
、
改
善
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
積
極
的
な
実
施
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
性
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
率
的
な
運
用
、
ひ
い
て
は
再
犯
率
の
低
下
と
い
う
結
果
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
性
犯
罪
は
女
性
が
男
性
を
挑
発
し
た
せ
い
で
起
こ
る
と
か
、
女
性
に
は
レ
イ
プ
さ
れ
た
い
欲
求
が
あ
）
51
（

る
と
い
う
誤
っ
た
考
え
方
を
持
っ

た
男
性
が
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
認
知
の
歪
み
を
み
せ
る
性
犯
罪
者
か
ら
わ
が
社
会
を
保
つ
こ
と
は
至
難
の
業
で

あ
る
が
、
性
犯
罪
者
が
被
害
者
に
及
ぼ
す
影
響
は
一
生
回
復
す
る
の
は
難
し
い
ほ
ど
深
刻
で
あ
り
、
特
に
児
童
性
犯
罪
者
の
中
に
は
、
性

的
精
神
障
害
を
持
つ
者
が
多
く
再
犯
の
危
険
性
が
非
常
に
高
い
た
め
、
刑
事
施
設
内
で
の
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
要
性
は
今
更
い
う
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ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
性
犯
罪
者
を
社
会
か
ら
永
遠
に
隔
離
さ
せ
る
こ
と
は
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

介
し
て
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
に
最
善
の
努
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
刑
事
施
設
か
ら
治
療
さ

れ
な
い
ま
ま
出
所
す
る
性
犯
罪
者
は
隠
さ
れ
た
時
限
爆
弾
を
社
会
に
投
げ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
善
良
な
国
民
、
特
に
有
望
な
子

供
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
徹
底
し
た
治
療
と
矯
正
が
急
務
で
あ
り
、
性
犯
罪
者

の
出
所
後
も
こ
れ
ら
の
情
報
を
管
理
・
監
督
し
て
性
犯
罪
に
安
全
な
社
会
を
造
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
韓
国
の
性
犯
罪
者
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
定
着
の
道
を
走
っ
て
い
る

日
本
な
ら
で
は
の
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
的
な
側
面
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
の
検
証
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（
1
）  

김
성
규
「
性
暴
行
犯
罪
者
に
対
す
る
薬
物
治
療
」『
国
会
立
法
調
査
処
報
通
巻
一
○
号
』
二
○
一
一
年
、
一
○
八
頁
。

（
2
）  

二
○
○
八
年
一
二
月
一
一
日
に
登
校
中
の
金
○
○
（
当
時
八
歳
）
が
犯
人
（
五
七
歳
）
に
誘
拐
さ
れ
、
性
暴
力
に
あ
い
、
恒
久
的
な
肛
門
の
損

失
と
八
○
％
程
度
性
器
が
裂
け
る
な
ど
の
深
刻
な
傷
害
を
負
っ
た
。
犯
人
は
一
審
判
決
の
懲
役
一
二
年
を
刑
が
重
い
と
い
う
理
由
で
控
訴
、
上
告

し
た
が
、
棄
却
さ
れ
、
一
二
年
の
刑
が
確
定
さ
れ
た
。

（
3
）  

性
犯
罪
者
と
し
て
有
罪
判
決
、
ま
た
は
公
開
命
令
が
確
定
さ
れ
た
性
犯
罪
者
の
個
人
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
公
開
す
る
法
律
で
あ
る
。
法

律
第
九
七
六
五
号
　
二
○
一
○
年
一
月
施
行
。

（
4
）  

犯
罪
者
の
体
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
な
ど
居
場
所
の
わ
か
る
シ
ス
テ
ム
を
付
け
て
二
四
時
間
行
動
を
監
視
す
る
制
度
で
、
す
べ
て
の
性
犯
罪
、
未
成
年
者
対

象
の
誘
拐
犯
罪
、
殺
人
犯
罪
、
強
盗
犯
罪
（
二
○
一
四
年
六
月
施
行
）
な
ど
が
そ
の
対
象
で
あ
る
。
裁
判
所
は
電
子
監
視
を
最
長
三
○
年
ま
で
宣

告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
特
定
犯
罪
者
に
対
す
る
位
置
追
跡
電
子
装
置
付
着
等
に
関
す
る
法
律
」
第
八
三
九
四
号
、
二
○
○
八
年
九
月
施
行
。

（
5
）  

小
児
性
嗜
好
症
、
性
的
加
虐
症
な
ど
の
性
的
性
癖
が
あ
る
精
神
性
障
害
者
と
し
て
禁
錮
以
上
の
刑
に
該
当
す
る
性
犯
罪
を
犯
し
た
者
は
、
最
長

一
五
年
ま
で
治
療
監
護
所
に
収
容
す
る
。
治
療
監
護
と
刑
が
併
科
さ
れ
た
場
合
は
治
療
監
護
を
先
に
執
行
し
、
執
行
期
間
は
刑
の
執
行
期
間
に
含

ま
れ
る
。「
治
療
監
護
法
律
」
第
九
一
一
一
号
、
二
○
○
八
年
六
月
一
三
日
一
部
改
正
、
二
○
○
八
年
一
二
月
施
行
。
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（
6
）  

児
童
・
青
少
年
対
象
性
犯
罪
で
裁
判
所
か
ら
告
知
命
令
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
居
住
す
る
地
域
の
住
民
（
児
童
・
青
少
年
が
い
る
世
帯
）
に
犯
罪

者
の
身
上
情
報
を
郵
便
で
通
知
す
る
制
度
で
あ
る
。
告
知
の
情
報
は
、
氏
名
、
年
齢
、
住
所
と
実
際
の
居
住
地
、
身
体
情
報
（
身
長
と
体
重
）、

写
真
、
性
犯
罪
の
要
旨
な
ど
で
あ
る
。「
児
童
・
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律
」
第
三
八
条
二
（
登
録
情
報
の
告
知
）
お
よ
び
第
三
八
条
の

三
（
告
知
命
令
の
執
行
）。

（
7
）  
性
倒
錯
症
患
者
と
し
て
再
犯
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
一
九
歳
以
上
の
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
に
対
し
て
、
再
犯
防
止
を
目
的
と
し
て
性
欲

を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
薬
物
投
与
と
心
理
療
法
を
並
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
法
律
で
、
薬
物
投
与
は
精
神
科
専
門
医
の
診
断
や
鑑
定
を
受
け

た
後
、
裁
判
所
の
命
令
に
よ
っ
て
実
施
す
る
。
最
長
一
五
年
ま
で
薬
物
治
療
が
可
能
で
あ
る
。
法
律
第
一
○
三
七
一
号
　
二
○
一
一
年
七
月
施
行
。

（
8
）  

警
察
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
性
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
を
考
え
る
」
二
○
一
一
年
一
二
月
一
四
日
。

（
9
）  U

N
O
D
C

（U
nited N

ations O
ffice on D

rugs and Crim
e

） ww
w.unodc.org/unodc/index.htm

l

（
10
）  

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
『
平
成
二
三
年
版
犯
罪
白
書
』
三
五
頁
。

（
11
）  

이
한
규
「
汝
矣
島
ナ
ヌ
リ
／
世
の
中
を
変
え
る
法
」http://nanuri21.tistory.com

/

（
12
）  

犯
罪
と
刑
事
司
法
統
計
情
報http://crim

estats.aim
udk.com

/statistics/analysis/m
ain

、
強
姦
（
性
売
買
特
別
法
、
青
少
年
性
保
護
に
関

す
る
法
律
の
該
当
者
は
除
く
）。

（
13
）  

法
務
部
矯
正
本
部
「
二
○
一
一
年
出
所
者
再
服
役
率
調
査
結
果
報
告
」
一
四
頁
。

（
14
）  

二
○
○
六
年
は
麻
薬
（
五
○
・
四
％
）、
窃
盗
（
四
○
・
四
％
）、
強
盗
（
二
六
・
七
％
）、
性
犯
罪
（
二
○
・
四
％
）、
暴
力
（
二
○
・
一
％
）

の
順
で
あ
る
。
矯
正
本
部
「
新
た
な
挑
戦
、
世
界
に
飛
躍
す
る
先
進
矯
正
」
二
○
一
一
年
、
七
頁
。

（
15
）  

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
『
平
成
二
二
年
度
版
犯
罪
白
書
』
二
五
九
頁
、（
粗
暴
犯
：
殺
人
、
傷
害
（
傷
害
致
死
を
含
む
）、
暴
行
、
脅
迫
、
凶

器
準
備
集
合
お
よ
び
暴
力
行
為
等
処
罰
法
違
反
者
、
財
産
犯
：
強
盗
、
窃
盗
、
詐
欺
、
恐
喝
、
横
領
お
よ
び
盗
品
等
の
罪
を
犯
し
た
者
、
性
犯
：

強
姦
お
よ
び
強
制
わ
い
せ
つ
を
起
こ
し
た
者
）。

（
16
）  

「
児
童
・
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律
」
第
一
三
条
、「
性
暴
行
犯
罪
の
処
罰
等
に
関
す
る
特
例
法
律
」
第
一
六
条
に
は
「
刑
罰
と
受
講
命

令
な
ど
の
併
科
」
と
し
て
裁
判
所
は
性
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
、
有
罪
判
決
以
外
に
三
○
○
時
間
の
範
囲
で
再
犯
防
止
に
必
要
な
治
療
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
履
修
命
令
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
明
文
化
し
て
い
る
。
も
し
、
履
修
命
令
を
拒
否
し
た
場
合
は
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇

〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
性
犯
罪
者
の
歪
曲
さ
れ
た
性
意
識
や
行
動
を
矯
正
し
て
再
犯
を
抑
制
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
の
安
全
を
図
り
、
す
べ
て
の
性
犯
罪
者
に
治
療
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
と
い
う
側
面
で
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
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（
17
）  

윤
정
숙
、
박
정
일
、
여
운
철
「
性
犯
罪
者
再
犯
防
止
の
た
め
の
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
研
究
」
韓
国
刑
事
政
策
研
究
院
　
二
○
一
一
年
、
六

九
頁
。

（
18
）  

「
児
童
・
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律
」
第
一
三
条
①
②
③
略
④
（
中
略
）
…
…
受
講
命
令
ま
た
は
履
修
命
令
執
行
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
女
性
家
族
部
長
官
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
19
）  
所
長
は
収
容
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
と
…
…
（
中
略
）
…
…
懲
罰
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。
①
②
略
③
正
当
な

事
由
な
し
に
作
業
・
教
育
な
ど
を
拒
否
し
た
り
、
怠
っ
た
行
為
。

（
20
）  

運
用
根
拠
：「
刑
の
執
行
及
び
収
容
者
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
」
第
六
四
条
（
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
所
長
は
受
刑
者
の
矯
正
教
化
の
た
め
に
相

談
・
心
理
治
療
、
そ
の
他
の
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
法
務
部
社
会
復
帰
課
―
四
五
六
一
（
二
○
一
一
年
八
月
二
三

日
）「
矯
正
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
の
運
用
計
画
示
達
」。

（
21
）  

高
崎
小
一
女
児
殺
害
事
件
（
二
○
○
四
年
三
月
）、
広
島
小
一
女
児
殺
害
事
件
（
二
○
○
五
年
一
一
月
）、
栃
木
小
一
女
児
殺
害
事
件
（
二
○
○

五
年
一
二
月
）
な
ど
の
女
児
性
犯
罪
事
件
が
発
生
し
た
。

（
22
）  

林
真
琴
、
北
村
篤
、
名
取
俊
也
『
逐
条
解
説
刑
事
収
容
施
設
法
』
有
斐
閣
、
二
○
一
○
年
、
三
九
九
頁
。

（
23
）  

山
本
麻
奈
「
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
に
つ
い
て

―
最
近
の
取
組
を
中
心
に
」『
刑
政
』
一
二
三
巻
九
号
、
五
七
頁
、
第
五
九
回

日
本
矯
正
医
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
○
一
二
年
一
○
月
二
六
日
）。

（
24
）  

問
題
行
動
や
症
状
の
発
現
・
維
持
に
起
因
す
る
自
ら
の
認
知
の
誤
り
・
ゆ
が
み
に
気
付
か
せ
、
こ
れ
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
行
動

を
改
善
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
法
務
省
「
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
つ
い
て
」
平
成
一
七
年
一
二
月
一
四
日
　
二
頁
。

（
25
）  

認
知
行
動
療
法
の
技
法
の
一
つ
で
、
問
題
行
動
に
つ
な
が
っ
た
要
因
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
問
題
行
動
に
至
っ
た
過
程
を
詳
し
く
分
析
し
、

問
題
の
再
発
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
上
　
二
頁
。

（
26
）  

名
取
雅
子
、
鈴
木
美
香
子
「
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
成
立
経
緯
と
そ
の
概
要
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
二
○
○
六
年
、
八
頁
。

（
27
）  

山
本
・
前
掲
注
（
23
）
五
八
頁
。

（
28
）  

二
○
○
六
年
は
一
○
六
三
人
、
二
○
○
七
年
は
一
○
三
八
人
、
二
○
○
八
年
は
一
○
○
九
人
、
二
○
○
九
年
は
九
二
七
人
、
二
○
一
○
年
は
八

二
九
人
で
あ
る
。
法
務
省
『
矯
正
統
計
年
報
』
平
成
二
三
年
（
強
姦
同
致
死
傷
、
強
制
わ
い
せ
つ
同
致
死
傷
、
わ
い
せ
つ
・
同
文
書
頒
布
等
、
強

盗
強
姦
同
致
死
を
含
む
）。

（
29
）  

男
性
ホ
ル
モ
ン
の
正
常
な
数
値
は
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
る
が
二
○
〜
四
九
歳
の
男
性
で
あ
れ
ば
二
・
六
〜
一
五
・
九ng/m

L

で
あ
り
、
そ
れ
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以
上
や
以
下
の
場
合
一
・
八
〜
七
・
五ng/m

L

が
正
常
数
値
だ
と
い
う
。

（
30
）  

東
亜
日
報
　
社
会
面
（
二
○
一
二
年
八
月
二
九
日
）。

（
31
）  

二
○
○
六
年
、
米
国
オ
レ
ゴ
ン
州
で
仮
釈
放
さ
れ
た
性
犯
罪
者
の
中
で
薬
物
治
療
を
行
っ
た
後
、
五
年
間
、
追
跡
観
察
し
た
結
果
、
投
薬
群
は

五
・
一
％
の
再
犯
率
と
な
っ
た
が
、
投
薬
拒
否
群
は
三
○
・
九
％
の
再
犯
率
と
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
男
性
ホ
ル
モ
ン
遮
断
に
効
果
的
な

薬
物
が
開
発
さ
れ
、
化
学
的
去
勢
の
効
用
が
提
起
さ
れ
た
。
釡
山
日
報
　
生
活
面
（
二
○
一
二
年
一
○
月
一
五
日
）。

（
32
）  
再
犯
の
危
険
性
が
あ
る
者
を
対
象
に
釈
放
す
る
二
ヶ
月
前
に
薬
物
治
療
と
心
理
治
療
を
実
施
す
る
制
度
で
、
現
在
ま
で
四
人
の
犯
罪
者
に
性
衝

動
薬
物
治
療
命
令
が
請
求
さ
れ
た
。
外
国
は
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
の
欧
州
諸
国
と

米
国
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、
ア
イ
オ
ワ
州
な
ど
）
な
ど
で
薬
物
治
療
制
度
を
運
用
し
て
い
る
。

（
33
）  

名
取
・
前
掲
注
（
26
）
一
六
頁
。

（
34
）  

抗
ホ
ル
モ
ン
剤
は
一
ヶ
月
ま
た
は
三
ヶ
月
ご
と
に
投
与
す
る
が
、
一
ヶ
月
も
の
は
一
四
万
〜
二
一
万
ウ
ォ
ン
、
三
ヶ
月
も
の
は
四
○
万
〜
四
五

万
の
費
用
が
か
か
る
と
い
う
。
薬
物
治
療
の
医
療
費
は
一
人
当
た
り
の
年
間
約
五
○
○
万
ウ
ォ
ン
で
、
治
療
費
は
一
八
○
万
ウ
ォ
ン
で
あ
る
が
、

ホ
ル
モ
ン
の
数
値
と
副
作
用
検
査
を
す
る
た
め
に
五
○
万
ウ
ォ
ン
、
心
理
治
療
を
併
用
す
る
費
用
が
二
七
○
万
ウ
ォ
ン
ほ
ど
か
か
る
。

（
35
）  

윤
정
숙
・
前
掲
注
（
17
）
一
六
四
頁
。

（
36
）  

太
田
達
也
「
我
が
国
に
お
け
る
性
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
対
策

―
現
状
と
課
題

―
」『
警
察
学
論
集
』
二
○
○
九
年
、
一
二
四
頁
。

（
37
）  

윤
정
숙
・
前
掲
注
（
17
）
二
二
七
頁
。

（
38
）  

週
刊
東
亜
　
社
会
面
（
二
○
一
二
年
七
月
三
○
日
）。

（
39
）  

同
上
、
韓
国
の
保
護
観
察
所
・
刑
務
所
の
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
七
件
を
分
析
し
た
結
果
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
時
間
は
、
保
護
観
察
所
が
平
均

三
九
・
八
時
間
、
刑
務
所
が
平
均
六
一
・
五
時
間
で
あ
っ
た
。

（
40
）  

山
本
麻
奈
　
日
本
矯
正
医
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
平
成
二
四
年
一
○
月
二
六
日
）（O

’Donnell et al., 1971, Baird et al., 1979, Andrew
s 

&
 Kiessling, 1990, Bonta et al., 2000

）。

（
41
）  

同
上
（Andrew

s&
Bonta, 2003

）。

（
42
）  

警
察
庁
『
平
成
二
三
年
上
半
期
の
犯
罪
情
勢
』
平
成
二
三
年
九
月
（
全
体
性
犯
罪
者
件
数
は
強
姦
、
強
制
わ
い
せ
つ
、
公
然
わ
い
せ
つ
、
わ
い

せ
つ
物
頒
布
、
強
盗
強
姦
を
含
む
。
児
童
性
犯
罪
者
件
数
は
強
姦
、
強
盗
強
姦
、
強
制
わ
い
せ
つ
、
強
制
わ
い
せ
つ
の
目
的
略
取
誘
引
を
含
む
）。

（
43
）  

共
感
コ
リ
ア
コ
ラ
ム
＆
ピ
ー
プ
ル
　
政
策
寄
稿
面
（
二
○
一
二
年
一
○
月
五
日
）。
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（
44
）  

週
刊
京
鄕
　
社
会
面
　
八
四
六
号
（
二
○
○
九
年
一
○
月
二
○
日
）。

（
45
）  

法
務
部
『
法
務
年
鑑
』
二
○
一
一
年
、
二
三
七
頁
。

（
46
）  

法
務
部
矯
正
本
部
「
二
○
一
一
年
出
所
者
再
服
役
率
調
査
結
果
報
告
」。

（
47
）  
週
刊
東
亜
　
社
会
面
（
二
○
一
二
年
七
月
三
○
日
）。

（
48
）  
米
国
も
性
犯
罪
者
に
は
仮
釈
放
を
前
提
条
件
と
し
て
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
義
務
化
し
て
い
る
。 

（
49
）  
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
『
平
成
二
二
年
版
犯
罪
白
書
』
二
五
九
頁
。

（
50
）  

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
『
平
成
二
二
年
版
犯
罪
白
書
』
二
九
二
頁
。

（
51
）  

大
場
玲
子
「
性
犯
罪
の
現
状
と
対
策
」『
罪
と
罰
』
四
四
巻
一
号
、
二
○
○
六
年
。

徐
　
運
在
（
ソ
　
ウ
ン
ジ
ェ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
韓
国
法
務
部
矯
正
本
部
矯
監

最
終
学
歴
　
　
全
北
大
学
校
行
政
大
学
院
政
策
学
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
公
法
（
刑
事
政
策
）

主
要
著
作
　
　 「
刑
事
施
設
内
の
矯
正
医
療
の
現
状
と
展
望

―
韓
日
矯
正
医
療
を
中
心
に

―
」『
法

学
政
治
学
論
究
』
第
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　 「
民
営
刑
務
所
の
現
状
と
課
題

―
韓
国
の
ソ
マ
ン
（
所
望
）
刑
務
所
を
中
心 

に

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
五
号
（
二
〇
一
二
年
）


